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平成１９年１０月２２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１８年(ワ)第１１１０４号 損害賠償等請求事件（第１事件）

平成１８年(ワ)第１４５０４号 損害賠償等請求事件（第２事件）

平成１８年(ワ)第１９４２９号 損害賠償等請求事件（第３事件）

平成１８年(ワ)第１９４３３号 損害賠償等請求事件（第４事件）

平成１８年(ワ)第２５７５７号 損害賠償等請求事件（第５事件）

口頭弁論終結日 平成１９年７月２３日

判 決

主 文

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本，同ＮＴＴ西日本及び同国に対する主

位的請求

被告らは，別紙請求目録１ないし５（略）「原告名」欄記載の各原告に対し，

連帯して，同目録「損害金（円）」欄記載の各金員及びこれらに対する別紙遅

延損害金起算日一覧表（略）記載の「損害金起算日」欄記載の日から支払済み

まで年５分の割合による各金員を支払え。

２ 予備的請求（被告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本及び同ＮＴＴ西日本に対

し）１

被告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本及び同ＮＴＴ西日本は，別紙予備的請

求目録１（略）「原告名」欄記載の各原告に対し，連帯して，同目録「損害金

（円）」欄記載の各金員及びこれらに対する別紙遅延損害金起算日一覧表

（略）記載の「損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年５分の割合によ
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る各金員を支払え。

３ 予備的請求（被告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本及び同ＮＴＴ西日本に対

し）２

被告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本及び同ＮＴＴ西日本は，別紙予備的請

求目録２（略）「原告名」欄記載の原告に対し，連帯して，同目録「返還金

（円）」欄記載の金員及びこれに対する別紙遅延損害金起算日一覧表（略）記

載の「損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。

４ 予備的請求（被告国に対し）

被告国は，別紙請求目録１ないし５（略）「原告名」欄記載の各原告に対し，

同目録「損害金（円）」欄記載の各金員及びこれらに対する別紙遅延損害金起

算日一覧表（略）記載の「損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年５分

の割合による各金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，電話加入権を保有すると主張する原告らが，被告らの違法な共同行

為（適正料金設定義務違反，適正料金設定監督義務違反等）によって自己の電

話加入権の財産的価値が減少し，損害を被ったと主張して，①被告ＮＴＴ株式

会社，同ＮＴＴ東日本及び同ＮＴＴ西日本に対しては，主位的に債務不履行，

不法行為又は不当利得に基づき，予備的に契約者を公平に扱うべき債務の不履

行に基づき，さらに原告ａ（以下「原告ａ」という。）については予備的に解

除による原状回復請求に基づき，②被告国に対しては，主位的に債務不履行又

は国家賠償法に基づき，予備的に憲法２９条３項に基づき，それぞれ損害金等

の金銭を支払うよう求めた事案である（各主位的請求については連帯債務）。

第３ 前提事実（争いのない事実及び弁論の全趣旨により認定できる事実）

１ 当事者等

(1) 原告ら
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原告らは，日本電信電話公社（以下「電電公社」という。），再編前の被

告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本又は同ＮＴＴ西日本（以下，被告ＮＴＴ

東日本と同ＮＴＴ西日本を併せて「被告ＮＴＴ東西」といい，被告ＮＴＴ東

西と被告ＮＴＴ株式会社を併せて「被告ＮＴＴ」という。なお，電電公社を

含めて「被告ＮＴＴ」ということもある。）との間で加入電話契約を締結し，

別紙請求目録１ないし５「加入権本数（回線数）」欄記載の本数の電話加入

権を保有すると主張する者である（ただし，原告ａについては加入電話契約

は既に解除された。）。

なお，これに関する被告ＮＴＴの調査結果は，別紙ＮＴＴ調査結果一覧表

（略）記載のとおりである。

(2) 被告ＮＴＴ株式会社，同ＮＴＴ東日本及び同ＮＴＴ西日本

ア 被告ＮＴＴ株式会社は，日本電信電話株式会社法等に関する法律（昭和

５９年１２月２５日法律第８５号）に基づいて設立された株式会社である。

昭和２７年８月１日，日本電信電話公社法（昭和２７年法律第２５０

号）により電電公社が設立され，電気通信省の公衆電気通信現業部門の業

務を承継していたが，昭和６０年４月１日，被告ＮＴＴ株式会社の設立

（民営化）により，同被告が，電電公社の加入電話契約に係る権利義務を

承継した。

イ 被告ＮＴＴ東西は，東日本地域，西日本地域において地域電気通信事業

を経営することを目的として設立された株式会社である。

平成１１年７月１日，被告ＮＴＴ株式会社から，被告ＮＴＴ東西及びエ

ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が分社して設立され，被

告ＮＴＴ株式会社は持株会社となった（ＮＴＴ再編）。この際，被告ＮＴ

Ｔ株式会社の加入電話契約に係る権利義務は被告ＮＴＴ東西がそれぞれ承

継した。

(3) 被告国
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ア 総務省

総務省は，被告ＮＴＴの監督官庁であり，総務大臣は被告ＮＴＴの各種

重要事項の認可権限を有する。

明治２３年，我が国において電話事業は国営事業として開始され，逓信

省の所管とされた。昭和２４年６月，逓信省は郵政省と電気通信省の二つ

の省に分離され，電気通信省が電信電話事業を担当することとなった。

さらに昭和２７年８月１日，電電公社の設立とともに電気通信省は廃止

され，電気通信監督行政は郵政省が引き継いだ。

そして，平成１３年１月，中央省庁再編により，郵政省は自治省及び総

務庁と統合して総務省となり，通信事業は同省の監督下に置かれることと

なった。

イ 財務省

財務省は，被告ＮＴＴの各種重要事項の認可にあたり，総務大臣が財務

大臣と協議する必要があるという意味において，被告ＮＴＴに対する監督

権限を有する。

ウ 公正取引委員会

公正取引委員会は，私的独占，不当な取引制限及び不公正な取引方法に

よる違反事件の調査や審決を行う権限を有している。

エ 国会

国会は，国の唯一の立法機関である。

２ 被告ＮＴＴが提供する通信サービスの種類

(1) 電話サービス

電話サービス契約約款に基づいて提供される通信サービスをいい，この中

の加入電話サービスが最も一般的な電話サービスである（電話サービス契約

約款としては，現行（平成１８年６月１５日改訂後）のものとして，被告Ｎ

ＴＴ東日本につき乙Ａ第１号証，被告ＮＴＴ西日本につき乙Ａ第２号証があ
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り（以下これらを「電話約款」という。），過去の約款として，被告ＮＴＴ

株式会社に係る昭和６０年４月１日施行の甲Ａ第４４号証（以下「昭和６０

年電話約款」という。），平成８年２月１日施行の甲Ａ第４５号証（以下

「平成８年電話約款」という。）がある（ただし，これら過去の約款は，い

ずれも施行後に改訂を経たものである。））。

加入電話サービスについては，電話約款上，契約成立時に施設設置負担金

を支払うこととされており（７４条，料金表第２表第１），そのほかに月ご

とに基本料，通話料を支払うこととされている（６９条，料金表第１表）。

(2) 総合ディジタル通信サービス（ＩＳＤＮ。商品名「ＩＮＳネット」）

総合ディジタル通信サービス契約約款に基づき提供される通信サービスを

いう（同契約約款としては，現行（平成１８年６月１５日改定後）のものと

して，被告ＮＴＴ東日本につき乙Ａ第３号証，被告ＮＴＴ西日本につき乙Ａ

第４号証がある（以下これらを「ＩＳＤＮ約款」という。なお，電話約款に

ついて引用する場合は，原則として乙Ａ第１，２号証を挙げることとし，特

に必要がない限り，ＩＳＤＮ約款（乙Ａ３，４），昭和６０年電話約款（甲

Ａ４４），平成８年電話約款（甲Ａ４５）には言及しない。））。

安定・高品質な通信が可能なディジタル通信サービス（ＩＳＤＮ）であり，

この中の第１種総合ディジタル通信サービス（商品名「ＩＮＳネット６

４」）の場合，１回線で電話２回線分が利用できる。

なお，(1)の電話サービスとＩＳＤＮを併せて，固定電話（携帯電話に対

するものとして用いられる一般的用語）と呼ばれることがある（以下におい

ては，(1)の加入電話サービスと(2)のＩＳＤＮを併せて「加入電話」とい

う。）。

ＩＮＳネット６４についても，ＩＳＤＮ約款上，契約成立時に施設設置負

担金を支払うこととされ（５３条，料金表第２表第１），そのほかに月ごと

に基本料，通話料を支払うこととされている（４８条，料金表第１表）。
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(3) タイプ２の契約（商品名「ライトプラン」）

加入電話サービス及びＩＮＳネット６４には，それぞれライトプランと呼

ぶ料金プランがある。加入電話サービスについては電話約款７条２項に「加

入電話契約タイプ２」と，ＩＮＳネット６４についてはＩＳＤＮ約款６条２

項に「第１種契約タイプ２」として定められており，施設設置負担金の支払

を要しないが，施設設置負担金を支払う(1)，(2)のプランに比べ，月々の基

本料が高額となるものである。

ライトプランは，ＩＮＳネット６４については平成９年７月から（商品名

「ＩＮＳネット６４・ライト」），加入電話サービスについては平成１４年

２月から，それぞれ提供が開始された。

３ 事実経過の概要

(1) 我が国における電話事業の開始

明治２３年，我が国における電話事業が国営事業として開始された。開業

当初は申し込めばすぐに無料で開通されたが，申込増加に伴い順番待ちの状

態（電話積滞）が発生した。そして，日清戦争を経て，電話の需要は激増し，

このような中，自然発生的に電話の売買が行われるようになった。

(2) 電信電話料金法

昭和２３年，電信電話料金法（昭和２３年７月６日法律第１０５号）によ

り，料金が定められ，電話加入者に装置料（当初は１５００円，その後，昭

和２６年の同法一部改正（昭和２６年３月２９日法律第５２号）により４０

００円に値上げされた。）及び電話線設備料等の支払が義務付けられた。

(3) 電話設備費負担臨時措置法による負担金の徴収

昭和２６年６月９日，電話設備費負担臨時措置法（昭和２６年法律第２２

５号）が制定され，電信電話料金法で定められていた装置料（当時４０００

円）とは別に，負担金３万円の支払が義務付けられた。

(4) 電電公社の設立と電信電話債券（電電債）
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昭和２７年８月１日，日本電信電話公社法（昭和２７年法律第２５０号）

により電電公社が設立され，電気通信省の公衆電気通信現業部門の業務を承

継した。

昭和２８年１月，電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律（昭和

２７年法律第３４９号）によって，新規加入者に対して，装置料，負担金と

は別に，電信電話債券（以下「電電債」という。）６万円の引受けが義務付

けられた。

(5) 公衆電気通信法

昭和２８年７月３１日，公衆電気通信法（昭和２８年法律第９７号）が公

布され，電話の新規加入時に支払う金員については，第５章（料金）６８条

（料金の決定）別表第４によるものと定められ，額の改正は国会の承認によ

ることとなった。装置料については，電信電話料金法下と同様，新規加入時

に４０００円を支払うこととされた。

(6) 負担金制度の廃止，設備料

電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律（昭和３５年法律第６

４号）附則４条により，電話設備費負担臨時措置法１条に基づく負担金の徴

収は昭和３５年３月まででうち切られた。

他方，公衆電気通信法の一部が改正され，装置料が設備料と名称変更され，

金額が４０００円から１万円に変更された。

なお，電電債引受義務に関する規定は，電信電話設備の拡充のための暫定

措置に関する法律（昭和３５年法律第６４号）に移行して規定され，電電債

制度は昭和５８年３月に同法が廃止されるまで継続した。

(7) 昭和４３年法律第４６号により，設備料が３万円に変更された。

(8) 昭和４６年法律第６６号により，設備料が５万円に変更された。

(9) 昭和５１年法律第８６号により，設備料が８万円に変更された。

(10) 昭和５３年３月，電話積滞が解消した。
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(11) 民営化，工事負担金

日本電信電話株式会社法（昭和５９年法律第８５号）に基づき，昭和６０

年４月１日，被告ＮＴＴ株式会社が設立され，電電公社の加入電話契約に係

る権利義務を承継した。これに伴い，公衆電気通信法は廃止され，電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）が制定された。

同法３１条（契約約款の認可等）により，電気通信サービス料金や提供条

件の設定・変更は，国会の統制から郵政大臣の認可事項となり，電話約款で

定められることとなった。また，同法９４条（審議会への諮問）により電話

約款の認可に際し郵政大臣は審議会の決定を尊重する義務を負うこととなっ

た。

設備料は，電気通信事業法の施行と同時に，電話約款において工事負担金

と名称を変えて規定され，金額も８万円から７万２０００円に変更された。

(12) 施設設置負担金

平成元年４月，電話約款上，工事負担金は施設設置負担金に名称が変更さ

れたが，金額は従前どおり７万２０００円のままとされた。

(13) ＩＮＳネット６４・ライト導入

被告ＮＴＴ株式会社は，ＩＮＳネット６４・ライト（施設設置負担金の支

払は不要であるが，月々の基本料に６４０円が加算される料金プラン）を導

入することとし，平成９年６月２７日付けで，郵政大臣から，かかるＩＳＤ

Ｎ約款の認可を受け，同年７月７日よりサービス提供を開始した。

(14) ＮＴＴ再編

平成１１年７月１日，被告ＮＴＴ株式会社は，日本電信電話株式会社法の

一部を改正する法律（平成９年法律第９８号）に基づき持株会社となり，被

告ＮＴＴ株式会社から被告ＮＴＴ東西が分社した。この際，被告ＮＴＴ株式

会社の加入電話契約に係る権利義務は被告ＮＴＴ東西がそれぞれ承継した。

(15) ドライカッパ開放
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被告ＮＴＴ東西は，電気通信事業法の改正（平成９年法律第９７号）によ

り第一種電気通信事業者とほかの電気通信事業者との間における接続に関す

る規定が整備されたことを受けて，被告ＮＴＴ東西の電気信号が通じていな

い状態の契約者回線設備（「ドライカッパ」と呼ばれる。）を他事業者に貸

し出すこととし（ドライカッパ開放。なお，提供される契約者回線部分の通

信サービスを直収電話という。），平成１２年，郵政大臣から同旨の接続約

款の認可を受けた。

(16) プライスキャップ制度導入

電気通信事業法の改正（平成１０年法律第５８号）により，平成１２年１

０月以降，特定電気通信役務に関する料金について，プライスキャップ制度

（上限価格方式）が導入された。これにより，第一種電気通信事業者が特定

電気通信役務に関する料金を変更しようとする際には，変更しようとする料

金の料金指数が，総務大臣が定めた基準料金指数（特定電気通信役務の種別

ごとに，能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を

考慮して，通常実現することができると認められる水準の料金指数として定

めたもの）を超える場合にのみ，総務大臣の認可を要することとされた。

(17) 加入電話ライトプラン導入

被告ＮＴＴ東西は，加入電話ライトプラン（施設設置負担金の支払は不要

であるが，月々の基本料に６４０円が加算される料金プラン）を導入するこ

ととし，平成１４年２月１日付けで，総務大臣から，かかる電話約款の認可

を受け，同月１２日よりサービス提供を開始した。

(18) 施設設置負担金の半額化等

平成１７年３月１日，被告ＮＴＴ東西は，総務大臣の認可を受けて電話約

款を変更し，加入電話（各ライトプランを除く。）に係る施設設置負担金を

７万２０００円から３万６０００円に値下げし，ライトプランに係る基本料

加算額を月額６４０円から２５０円に値下げした。



10

第４ 争点及び当事者の主張

１ 電話加入者の有する権利・利益の性質・内容

（原告らの主張）

(1) 電話加入権の意義等

電話加入権とは，「電話加入権料支払の対価として得た，電話加入者が電

話取扱局に対して有する通話サービスの提供及びこれに伴うサービスの請求

権であって，譲渡可能な金銭的価値を有する財産権」である。

そして，以下の事実に照らせば，ここに言う「電話加入権料」とは，一般

に「電話設備負担金」（固定電話加入者が明治３０年以降負担してきた電話

網等整備のための負担金を総称するものであって，加入登記料，設備費，装

置料，設備料，工事負担金，施設設置負担金等を含む。）を指すものと認識

されているから，「電話加入権」は電話加入者が被告ＮＴＴに対し負担金の

回収を求め得る金銭債権ないし返還請求権と解釈すべきである。

したがって，電話設備負担金の支払を要しないライトプラン加入契約に，

電話加入権は存在しない。

電話加入者は，電話加入権を財産として，金融商品の側面にも着目して購

入しているというべきであり，電話加入権が市場で売れなくなり，被告ＮＴ

Ｔからの返金もされないとなると，予想外の損害が生じることになる。

(2) 法律上・会計上財産権と扱われていること

ア 法令の具体例

電話加入権は憲法２９条３項にいう財産権に該当する。このことは，公

衆電気通信法３８条，電気通信事業法附則９条，電気通信事業法施行規則

６７条，所得税法５条３号，法人税法２条２２号，相続税基本通達１１の

２－１，国税徴収法７３条，滞納処分と強制執行等との手続の調整に関す

る法律２０条の１１，電話加入権質に関する臨時特例法１条，貸金業の規

制等に関する法律施行規則１３条１項１号ワ，出資の受入，預り金及び金
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利等の取締りに関する法律附則１５項，商品取引所法施行規則３８条１項

１０号，卸売市場法施行規則８条１項１号，独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止

等交付金に関する省令１条などの各種法令等からも明らかである。

イ 企業会計上の取扱い

また，企業会計上も新規加入時に支払った電話設備負担金の額が，電話

加入権として，非減価償却の無形固定資産として資産計上されてきた。

東京商工リサーチの記事によると，東京証券取引所１部，２部上場の平

成１６年３月期決算企業の内，単独決算の貸借対照表において，電話加入

権の計上が確認できた８３２社では，電話加入権計上金額の総額が４４２

億０５６０万円に上るという。

また，国，地方公共団体の財産たる電話加入権の財産的価値も多大なも

のがある。

ウ 電話加入権質立法

このように電話加入権は譲渡可能な権利であるため，戦前より金融の手

段として譲渡担保の目的とされてきたが，その弊害もあったことから，昭

和３３年，電話加入権質に関する臨時特例法（昭和３３年法律第１３８

号）が成立し，これによって，電話加入権は法的にも財産的価値のある債

権として認知された。この時点において，電話加入権は金銭債権ないし返

還請求権としての交換（譲渡）価値が認められたというべきである（慣習

法上の金銭債権たる電話加入権の認知・昇華）。

(3) 電話加入権の金銭債権ないし返還請求権性

ア 資金調達と投下資本回収についての説明

電話加入権は譲渡可能な権利であり，被告ＮＴＴはこれを都合のよい資

金調達手段として用いてきた。すなわち，被告ＮＴＴは，パンフレットな

どで電話加入権につき資産価値のある「財産になる」から施設設置負担金
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を支払っても電話を付ける価値がある，電話がいらなくなれば売却もでき

るなどと説明して新規加入者を勧誘してきた。電話加入者の側はこのよう

な被告ＮＴＴの説明を信用し，投下資本を回収できるからこそ納得して電

話設備負担金を支払ってきたという実態がある。

イ 電電債との同一性

電話加入権料（電話設備負担金）は電電債と実質的に同一である。どち

らも電信電話網拡充のため，国家予算の十分な投入を期待できない電電公

社の資金調達方法として設けられたものであり，両者の受入れ後の使途も

同一であって，当初は電話設備費臨時措置法という同一の根拠法によって

徴収されてきた。

そして，有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法（昭和２８年７月３

１日法律第９８号）３２条では，加入電話の増設を申し込んだ者等から電

話設備負担金を徴収した場合には，後で電電債を交付しなければならない

旨定められているところ，これは，電電債と電話加入権料の性質が実質的

に同一であることを前提に，電話設備負担金の支払を受けた電電公社に対

し，実質的に返還義務を定めた規定である。したがって，現時点において

上記のような条文は存在しないものの，電話加入権（電話設備負担金）に

ついては，その義務者たる被告ＮＴＴにおいて権利者に対し返還義務を負

うものと解釈されるべきである。

ウ 連合国に対する電話加入権料の返還

日本は，第二次世界大戦における敗戦後，昭和２１年勅令第２９４号，

連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律（昭和３４年５月１

５日法律第１６５号）に基づき，戦勝国である連合国から戦時中に没収し

た電話加入権を返還し，金銭補償を行った。とすれば，現在においても電

話加入権につき金銭補償がされてしかるべきである。

エ 電話加入権質に関する臨時特例法１２条
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電話加入権質に関する臨時特例法１２条は，「会社は，質権が設定され

ている電話加入権に係る契約の解除をした場合において，当該電話加入権

を有していた者に支払うべき金銭（返還金）があるときは，その返還金を

供託しなければならない。」と定めている。これは，電話加入権料の返還

があり得ることを認めているものである。

（被告ＮＴＴの主張）

(1) 電話加入権の意義等

電話加入権とは，加入電話契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提

供を受ける権利である。原告らの言うように「電話加入権料の支払の対価と

して得た」ことや「譲渡可能な金銭的価値を有する財産権である」ことは，

電話加入権の要件ではない。電話加入権は，電話という通信サービスの提供

を受ける非金銭債権であって，金銭の返還は何ら約されていない。電話加入

権の市場価値（売買価格）は，取引市場の需給関係によって変動しているの

であって，被告ＮＴＴは取引市場に関与していない。

施設設置負担金は，加入電話サービスの提供に必要な契約者回線設備の建

設費用の一部を賄うための料金であり，契約者回線設備の建設に必要な資金

調達手段として寄与し，加入電話の早期普及に貢献してきたものである。社

会実態としては，この施設設置負担金の支払を背景に電話加入権の取引市場

が形成されてきたが，被告ＮＴＴが電話加入権の市場価格や財産的価値を保

証しているものではない。

施設設置負担金の支払を要しないライトプランなどについても，電話加入

者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利，すなわち電話加

入権が生じるのであり（電話約款２１条５項参照），施設設置負担金の支払

は電話加入権の要件ではない。

(2) 法律上・会計上財産権と扱われていることについて

ア 法令の具体例について
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原告らの挙げる各種法律等の規定は，従来，電話加入権に譲渡性が認め

られ，市場で一定の相場が形成されてきたことから，交換価値を有すると

いう社会実態を踏まえて定められているものである。これらの規定によっ

て電話加入権の交換価値が当然に付与されているものとは言えないし，ま

た，被告ＮＴＴが市場価格を保証しているものでもないから，被告ＮＴＴ

に対して償還請求したり損失補填請求したりできるという意味での財産権

とは言えない。

イ 企業会計上の取扱いについて

企業会計において，電話加入権を非減価償却資産とする考え方は，社会

実態としてそのような取引市場が形成されていることを踏まえて定められ

たものと解され，非減価償却資産とされていることから価値が保証されな

ければならないというものではない。

ウ 電話加入権質立法について

電話加入権は，現実に担保価値があることから電話加入権質に関する臨

時特別法が制定されたものであり，そのことから，電話加入権の価値が保

証されなければならないというものではない。

(3) 電話加入権の金銭債権ないし返還請求権性について

ア 資金調達と投下資本回収についての説明について

電話加入権は金銭の支払を要求できる権利や返還を請求できる権利では

ない。

電話加入権の取引は，自然発生的に一般の市場において行われていたも

のであって，被告ＮＴＴが投下資本回収手段を用意したものではなく，被

告ＮＴＴが，電話加入権につき，資産価値のある財産になるとか，電話が

いらなくなれば売却もできる旨をパンフレットに記載したり，説明して勧

誘した事実もない。

原告らが指摘するパンフレット（平成６年３月頃に，再編前の被告ＮＴ
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Ｔ株式会社の富山県高岡支店において配布されたもの）に「いつまでも大

切な財産になる」という文言が記載されていたことは認めるが，この文言

は，利用権としていつまでも大切な財産になるという趣旨を述べたもので

あり，このことは上記文言の下に「電話の権利は，引っ越しをしても，時

代が過ぎても，ずっと使えるから」と記載されていることからも明らかで

ある（乙Ａ１７）。

イ 電電債との同一性について

電電債は，負担金と同様に戦後における電話復旧や増設を促進する目的

から電話設備費負担臨時措置法に設けられたものではあるが，負担金と異

なって利子を付けて償還する債権であり，また，設備拡張のため引き続き

資金調達の必要があったことから，電信電話設備の拡充のための暫定措置

に関する法律を制定し，昭和３５年４月以降も電話加入者による債券引受

の形で融資を求めることとしたものであり，性格が異なるものである。

また，原告らは有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法３２条を挙げ

て，この規定が実質的に電話設備負担金の返還義務を定めた規定であると

主張するが，この規定は，構内交換電話及び内線電話機（契約者が事業所

内で複数の内線につなぐことができるビジネスホンでＮＴＴの交換局内に

構内交換用装置が置かれているもの）に関するものであり，本件で問題と

している固定電話の施設設置負担金ではない。

ウ 連合国に対する電話加入権料の返還について

原告らの主張する連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律

は，戦時中に敵産管理下に置かれた連合国財産の返還に伴い，連合国側へ

の返還を命じられる等により，自己の財産を没収されて損失が生じた日本

国民である権利者に対して補償を行うことを定めたものである。本件では

電話加入者から電話加入権が没収されたわけでもないし，戦時中の状況と

は，背景事実も法律関係も全く異なる。
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エ 電話加入権質に関する臨時特例法１２条について

電話加入権質に関する臨時特例法１２条は，電話加入権に係る契約の解

除の場合に，電話加入者に支払うべき金銭があるときは供託しなければな

らない旨を一般的に述べているだけで，電話加入権料の返還を前提にした

規定ではない。

（被告国の主張）

(1) 電話加入権の意義等

電話加入権とは，被告ＮＴＴと締結した契約に基づき，電話加入者が加入

電話契約（公衆電気通信法上は「加入電話加入契約」）に基づいて加入電話

により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう（公衆電気通信法３１条，

電気通信事業法附則９条２項）。

被告ＮＴＴと加入電話契約を締結することにより，電話加入権が発生する

こととなるが，同時に電話加入権に従って提供を受ける役務の対価として，

基本料や通話料といった料金を支払う義務を負う。

原告らが主張する電話加入権料に含まれる施設設置負担金は，加入者回線

設備の新規架設工事費用の一部を賄うための料金であり，基本料や通信料と

同様に上記料金として支払うものの一部にすぎない。また，電話加入権は，

施設設置負担金の支払を要しないライトプランなどについても存在している。

したがって，原告らが電話加入権について「電話加入権料支払の対価として

得た」とする主張は失当である。

なお，電話加入権が債権であり，その意味において財産権であること，電

話加入権が一般的に譲渡可能であること及び実態として市場において取り引

きされていることから金銭的価値を有することは否定しないが，この金銭的

価値の大小は，市場における需給関係で決定されるものであり，被告国がそ

の価格を保証しているものではない。

(2) 法律上・会計上財産権と扱われていること
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電話加入権が，実態として金銭的価値を有する側面があることは認めるが，

その金銭的価値は市場の需給関係によって決まるものであり，原告ら主張の

法律等がその金銭的価値を保証しているものではない。

(3) 電話加入権の金銭債権ないし返還請求権性

ア 資金調達と投下資本回収についての説明

電話加入権の取引は，一般の市場において実態として行われていたもの

であって，被告国が電話加入権の取引市場に関与したものではない。

イ 電電債との同一性

電電債と施設設備負担金は同一のものではないから，原告らの主張は失

当である。

ウ 連合国に対する電話加入権料の返還

原告ら主張の事例は，第二次世界大戦終結後の戦後処理という特殊な事

情下でのものであって，本件では電話加入権自体が没収されたものでもな

いから，上記事例を根拠に施設設置負担金を返還すべきであるとする原告

らの主張は失当である。

エ 電話加入権質に関する臨時特例法１２条

同条にいう「支払うべき金銭」とは，施設設置負担金の返還を前提とす

るものではなく，被告ＮＴＴが質権の設定されている契約を解除した場合

の返還金（サービスが設備の故障等により利用できなかった場合に生じる

基本料金を返還する場合が該当する。）について規定しているものであり，

施設設置負担金の返還義務の根拠とはならない。

２ 被告ＮＴＴへの請求

(1) 債務不履行責任，不法行為責任又は不当利得返還責任（主位的請求）

ア 適正料金設定義務違反

（原告らの主張）

被告ＮＴＴは，加入電話契約をほぼ独占する者として，電気通信事業法
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等の法律の目的及びその趣旨に則り，適正な料金システムを構築する法的

義務があるというべきである。

それゆえ，被告ＮＴＴの電話設備負担金の設定・料金は適正なものでな

ければならず，それが不適正になった時点で直ちに是正する必要があると

いうべきである。

しかしながら，被告ＮＴＴは，①電話積滞解消時点，②電電債廃止時点，

③ＩＮＳネット６４・ライト認可時点，④ドライカッパ開放時点，⑤加入

電話ライトプラン認可時点，⑥施設設置負担金を半額にする約款の変更を

した時点の各時点以後，電話設備負担金の徴収が不適正・不合理になった

ことを知りながら，徴収することを止めず，また国に制度改定の認可を求

めることもしなかったし，また，徴収しないことの届出もしなかったもの

であるから，被告ＮＴＴは，電話加入者である原告らに対し債務不履行責

任又は不法行為責任を負うというべきである。

（被告ＮＴＴの主張）

(ア) 料金額の設定方法については，電気通信事業法１９条２項が規定す

る

ところ，被告ＮＴＴの料金額設定方法は，料金の額の算出方法が適正か

つ明確に定められていること（１９条２項１号），電気通信事業者及び

その利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他

の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること

（１９条２項２号），特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもので

ないこと（１９条２項４号），社会的経済的事情に照らして著しく不適

当であるため，利用者の利益を阻害するものでないこと（１９条２項６

号）の各要件を満たしており，適正である。

施設設置負担金値下げ時における公平については，総務省情報通信審

議会答申において，「合理的な理由をもって施設設置負担金の見直しを
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行った結果，既存加入者と新規加入者との間で費用負担に差異が生じる

ことは，電気通信事業法に規定する利用の公平に反する，あるいは，不

当な差別的取扱いに当たるとは言えない」とされているところ，①一時

金の形で早期に投資資金を回収する意味が低下してきていること，②新

規契約者にとって施設設置負担金は大きな負担となっていること，③競

争事業者が施設設置負担金のような初期負担を設けない電話サービスを

開始したこと，といった市場環境の変化を踏まえて実施したものであり，

合理的な理由に基づくものであって，適正である。

また，施設設置負担金の額は，総括原価方式ないしプライスキャップ

方式に従って適正に定められており，「著しく不適当」や「利益を阻

害」するものではない。

(イ) 原告らは施設設置負担金徴収が不合理であった旨主張するが，理由

がない。

① 電話積滞解消時について

電話の積滞が解消しても，固定電話の新規需要が相当数存在し，そ

れに対応するために契約者回線設備の建設投資を行っていたため，電

話サービスの提供に必要な建設費用を賄うための施設設置負担金の必

要性がなくなったわけではない。

契約者回線設備の投資額は，平成１４年度末で１回線当たり約１６

万円であり（乙Ａ５，６），施設設置負担金の額は当該投資額の一部

にすぎない。

② 電電債廃止時について

電電債は，交換・中継伝送路設備（交換機・伝送装置・中継ケーブ

ル等から構成される）を含む電気通信設備の建設に必要な資金の調達

を目的とした，利子を付けて償還する債券である。

他方，施設設置負担金（当時の設備料）は，契約者回線設備の建設



20

費用の一部を賄うための料金であり，電話積滞解消後も，新規申込み

に対応するためには契約者回線設備の建設に費用を要することからす

れば，前者が廃止されたからといって後者も廃止されるべきというこ

とはできない。

③ ＩＮＳネット６４・ライト認可時について

施設設置負担金は，基本料と共に契約者回線設備の設置費用をまか

なうものであるところ，設置に要する費用は，平成１４年度末で１回

線当たり約１６万円であり，この費用が不要となったわけではない。

ライトプランは，この費用の負担方法として，施設設置負担金と基

本料の配分割合を変更した料金プランであり，ライトプランの提供が

開始されたことが，施設設置負担金の徴収が不要になったことを意味

するものではない。

④ ドライカッパ開放時点について

原告らは，ドライカッパの開放により他事業者が加入当初の資金負

担が不要な料金体系の商品を販売したのに対し，被告ＮＴＴが施設設

置負担金を徴収することが不公平であると主張するもののようである。

しかしながら，そもそも，料金体系は事業者によって異なりうるも

のであり，当初負担金の有無のみを比較することは無意味である。

⑤ 加入電話ライトプラン認可時点について

加入電話ライトプランは，ＩＮＳネット６４・ライトと同様，固定

電話需要の減少に伴って，新規契約時の初期負担の軽減による需要喚

起を図る必要があったことなどから，施設設置負担金の支払を不要と

し，月々の基本料に一定額を加算する選択制の料金プランとして提供

を開始したものである。この選択制の料金プランは，施設設置負担金

相当額を基本料加算額で賄うことにより利用者間の公平性を図ってお

り，総務省の契約約款認可・料金届出を経て提供している適正なもの
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である。ライトプランが提供開始されたことが，施設設置負担金を支

払うプランにおいて，施設設置負担金の徴収が不要になったことを意

味するものではないことは，ＩＮＳネット６４・ライトと同様である。

⑥ 施設設置負担金を半額にする約款変更をした時点について

被告ＮＴＴ東西の施設設置負担金の値下げは， 近年，固定電話のⅰ

契約者数が減少傾向にあり，契約者回線設備の新規投資額も減少し，

投資資金を施設設置負担金の形で早期に回収する意義が低下する一方，

新規加入者の大半が初期負担の少ないライトプラン（施設設置負担ⅱ

金の支払を要しないタイプ）を選択する状況で新規加入者にとって施

設設置負担金が大きな負担となっていること， 競争事業者が加入時ⅲ

に施設設置負担金のような初期負担を徴収しない電話サービスを提供

するといった市場環境の変化が見られる中で，総務省情報通信審議会

において施設設置負担金の廃止も選択肢とした見直しを容認する答申

（乙Ａ８。以下「本件答申」という。）が出されたことを踏まえたも

のである。

契約者回線設備の設置費用は不要となったものではなく，基本料の

値上げは行わなかったので，この費用の回収には従前より長期を要す

ることとなるが，被告ＮＴＴ東西は，本件答申などを踏まえて，料金

戦略として，当時の電話加入権取引市場の売買価格（当時は１万円前

後であった）も考慮して半額（加入電話については３万６０００円）

への値下げに踏み切ったものであり，値下げ後も施設設置負担金を徴

収し続けていることに何ら不当な点はない。

イ 電話加入権料返還規定整備義務違反

（原告らの主張）

被告ＮＴＴは，電話加入権の交換価値を動機付けとして，電話加入者に

電話設備負担金の支払を強制し，電話網の設備費用を調達してきた。そし
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て，電話設備負担金の支払は，実質的には返還義務のある電電債の購入と

同様であることから，公平の原理より電話設備負担金の返還規定を設ける

べきである。実際，連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律

においては，電話加入権料の返還規定があった。また，電話設備費負担臨

時措置法にも，一定の場合に返還規定があったが，同法は昭和６０年に廃

止された。

電話約款には電話設備負担金の返還規定はないのであり，被告ＮＴＴに

は，電話加入権料の返還規定整備義務を怠った債務不履行がある。

（被告ＮＴＴの主張）

(ア) 被告ＮＴＴが，電話加入権の交換価値を動機付けとして電話加入者

に

施設設置負担金の支払を強制した事実はない。電話加入権の売買市場は

自然発生的に生じたものであり，電話加入者は基本的には電話サービス

の提供を受けることを目的に加入しているものである。仮に電話加入権

市場での交換を目的に加入した者がいたとしても，被告ＮＴＴがそれを

動機付けした事実はなく，むしろ，かつて電電公社は投機的な電話加入

権取得による弊害を抑制すべく対応してきたものである。

(イ) なお，原告らは，施設設置負担金の支払が実質的には電電債の購入

と同様であることのほか，連合国財産の返還時における補償の例や電話

設備費負担臨時措置法における負担金につき返還規定があったことなど

を挙げて，施設設置負担金についても返還規定を置くべき義務がある旨

主張するが，これらがいずれも異なる制度であることは１（被告ＮＴＴ

の主張）(3)イ，ウで述べたとおりである。

ウ 電話加入権の価値維持ないし填補義務違反

（原告らの主張）

電話設備負担金は，一時期においては一定の条件下で電話加入者に返還
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されたが，それ以外の時期においては電話設備負担金の返還はされていな

い。他方，被告ＮＴＴは，電話加入権の譲渡により実質的に投下資本を回

収する道を長年にわたって認め，電話加入者もそのことゆえに，抵抗なく

電話設備負担金の支払をしてきた。

また，公衆電気通信法３８条，電気通信事業法附則９条，電気通信事業

法施行規則６７条，所得税法５条３号，法人税法２条２２号，相続税基本

通達１１の２－１，国税徴収法７３条，滞納処分と強制執行等との手続の

調整に関する法律２０条の１１，電話加入権質に関する臨時特例法１条な

ど，電話加入権の財産性を前提とした各種法令，会計上の定めが存在して

いる。

これらを前提に，電話加入者は，自己が支払った電話設備負担金の返還

を受けられないとしても，電話加入権譲渡により投下資本を実質的に回収

する道が残っているものと期待し，被告ＮＴＴとしても，かかる期待を前

提として，電話加入の勧誘を行ったものである。

かかる期待は，電話加入及び電話設備負担金支払の誘因となったもので

あるから，被告ＮＴＴにおいては，電話加入権の価値を実質的に維持する

か，若しくは市場価値が維持されない場合には電話加入者に対し実質的価

値を補償する信義則上の義務があるというべきである。

にもかかわらず，被告ＮＴＴは，①電話積滞解消時点においても何ら利

益還元方策をとらず，その後も②電電債を廃止し，③携帯電話の普及，④

ＩＮＳネット６４・ライトの導入，⑤ドライカッパの開放，⑥加入電話ラ

イトプランの導入，⑦施設設置負担金を半額にする約款変更などにより，

電話加入権の市場価値が下がるきっかけを自ら創り出して電話加入権相場

をコントロールしながら，電話設備負担金制度を見直さず，適正な形で電

話加入者に利益還元をしなかったものであるから，上記信義則上の義務に

違反した債務不履行責任が存在する。
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（被告ＮＴＴの主張）

現在の施設設置負担金や，その基となった料金である装置料・設備料・

工事負担金は，過去に返還された事実はない。また，被告ＮＴＴは，電話

約款に基づき譲渡を認めているが，実質的な投下資本回収の道を「保証」

しているものではないし，それを前提に加入を勧誘した事実もない。

したがって，被告ＮＴＴに信義則上市場価値維持義務等が生じることは

ありえないものである。

なお，被告ＮＴＴが電話加入権の市場交換価値をコントロールしている

事実はない。すなわち，電話加入権の取引市場は，被告ＮＴＴの電話加入

権が，譲渡や契約者回線の移転を可能とされ，また，譲渡を受けた場合に

施設設置負担金の支払が不要となることから，これを背景に派生したもの

であり，施設設置負担金の額が取引市場に全く影響しないとはいえないが，

取引市場の売買価格は需要と供給の市場原理に基づいて形成されるもので

あって，日々変動している。近年は，固定電話の新規需要の減少や携帯電

話の普及による固定電話施設数の純減に伴い年々低下してきているが，被

告ＮＴＴがその価格の決定に関与しているものではない。

そして，原告らが掲げる被告ＮＴＴの施策（ライトプランの導入等）は，

いずれも前記のとおり合理的理由に基づくものであり，電話加入権の市場

価格のコントロールを意図したものではない。むしろ，電気通信市場にお

けるニーズの多様化・技術革新等の環境変化や法律・規制制度の改正に応

じて見直していかざるを得なかったものである。

企業が，経済環境等の変化に対応し，価格戦略として商品価格の値下げ

を行うことは正当な経済活動であって，第三者に損害を加えることを意図

して何らの合理的理由もなく値下げするような特別の事情がある場合でな

い限り，違法性を有することはありえない。

エ 損害填補措置義務違反



25

（原告らの主張）

(ア) 商法６５４条，６４６条は，責任開始前又は保険期間中に，危険が

生

じないことになったか消滅したときには，保険契約者は保険料の全部又

は一部の返還を求め，あるいは将来に向かって保険料の減額を請求でき

るとしているところ，本件においても同様の法理を考えることができる。

すなわち，被告ＮＴＴを保険者，電話加入者を保険契約者とみて，保険

者側の事情により危険（電話設備負担金徴収の必要性と合理性があるこ

と及び電話加入権の財産的価値が保証されかつ譲渡によって投下資本の

道があること）が消滅したときには，保険者（被告ＮＴＴ）は保険料

（電話設備負担金）の全部又は一部を保険契約者（原告ら電話加入者）

に返還しなければならないというべきである。

(イ) また，上記解釈の法的根拠は，民法上の不当利得の規定（民法７０

３条，７０４条）の根底にある公平の原理及び利益衡量に求めうる。形

式的にみれば，被告ＮＴＴは電話設備負担金の返還を約束してはいない。

しかし，電話設備負担金が電電債と同様の使途に充てられ，その投下資

本回収は譲渡によってなされていたところ，それが，被告ＮＴＴによる

電話約款変更等の一方的行為によって譲渡の道が閉ざされ，電話加入者

には損失が生じ，他方で被告ＮＴＴには利益が生じることになったこと

からすれば，公平原理上，被告ＮＴＴは損害を被った電話加入者に対し

て，その損害を填補すべき信義則上の義務があるというべきである。

(ウ) しかるに，被告ＮＴＴは損害填補措置をとらずに電話加入権を一方

的に切り下げたのであるから，債務不履行がある。

（被告ＮＴＴの主張）

商法６５４条，６４６条は，一定の危険の存在を前提に保険料を設定し

た場合において，当該危険が生じないこととなった場合は，将来に向かっ
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て，保険料を減額するという規定である。しかし，施設設置負担金は，現

実に発生した費用の一部を支払ってもらうものであって，将来の不確実な

事故の保障のために予め支払う保険料とは全く性質が異なる。保険法理の

言葉を借りるならば，既に保険事故が発生しているのであるから，保険料

が返還されないことは当然であって，将来に向かった保険料の減額を定め

る商法６５４条，６４６条の法理の適用の余地はない。

また，原告らは，施設設置負担金徴収の必要性と合理性が消滅したから

返還すべきと主張するが，そもそも，当該必要性と合理性があることは上

述のとおりであり，原告らの主張は理由がない。

オ 説明義務違反

（原告らの主張）

被告ＮＴＴには，電話加入権の歴史的経過を踏まえて，何故電話設備負

担金を徴収するのかを説明する義務がある。

また，被告ＮＴＴは，電話加入契約者が，新規加入契約あるいは電話加

入権譲受契約を締結する際には，施設設置負担金は基本料の一部であって

返還されないこと，電話加入権の価値は市場によって決定されるものであ

り，ＮＴＴが関与するものでないこと，上記「基本料の一部」とは何年分

で，途中解約したらどうなるのかということ，ライトプランが公平性を欠

かないことについて，説明を行う義務があったというべきである。

しかるに，被告ＮＴＴは，電話加入権の内容，性質，合理性及び問題性

について参考となるべき具体的事情を個別の電話加入者に対して告知した

ことはなく，電話の新規加入を勧誘するパンフレット等において，電話加

入権を資産価値のある「財産になる」から負担金を支払っても電話を付け

る価値がある，電話がいらなくなれば売却もできると説明して，一般市民

・企業に，負担金は電話加入権という権利であり，その価値は実質的には

下がらないと信用させた。したがって，被告ＮＴＴには，信義則上の説明
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義務違反があり，少なくとも慰謝料請求が認められるべきである。

（被告ＮＴＴの主張）

原告らが説明義務の根拠として述べる歴史的経過等の意味が不明である。

また，施設設置負担金は基本料の一部ではないのであるから，この点の

説明義務が生じることはなく，仮に，原告らが，施設設置負担金が基本料

とあわせて契約者回線設備に係る費用を賄うものであることを説明せよと

主張していると善解しても，電話加入者としては，料金の算定方法と金額

が明確に理解できれば，その使途が明らかにされなくても何ら不利益を被

ることはなく，そのような説明義務はないというべきである。

施設設置負担金が返還されない点については，被告ＮＴＴは，「預かり

金」等としてではなく，当初に必要な「料金・費用」として請求しており，

料金・費用は返還されないものであることは明らかであるから，説明義務

はない（あるいは黙示に説明している。）というべきである。

また，電話加入権の価値が市場価値によって決定されるものであり，被

告ＮＴＴが干渉するものではないということは，説明しなくても当然理解

されるものであり，電話加入権の価値を被告ＮＴＴが保証したり決定して

いるとの誤解を与えるようなことを行わない限り，説明義務が生じること

はない。

さらに，原告らは，負担金徴収の合理性やライトプランの公平性を説明

すべきと主張するが，これらについて電話加入者が説明を受けなければ何

らかの損害を被るとは認められず，説明義務はないというべきである。

なお，被告ＮＴＴが電話加入権につき，資産価値のある財産になるとか，

電話がいらなくなれば売却もできるとパンフレットに記載し，説明して勧

誘した事実がないことも，１（被告ＮＴＴの主張）(3)アのとおりである。

カ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」

という。）違反
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（原告らの主張）

被告ＮＴＴは長期にわたり電話事業を独占してきており，原告ら電話加

入者には被告ＮＴＴ以外の取引先選択の余地はなく，原告らは，電話加入

時に電話設備負担金の支払を強制されていた。そして，①電話積滞解消時

点，②電電債廃止時点，③民営化時，④ＩＮＳネット６４・ライト認可時

点，⑤ドライカッパ開放時点，⑥加入電話ライトプラン認可時点，⑦施設

設置負担金を半額にする約款の変更をした時点の各時点において，電話設

備負担金の支払が不合理・不適当になっていたにも関わらず，被告ＮＴＴ

は，その独占力を背景に同負担金の徴収を続けている。これは，独占禁止

法で禁止されている優越的地位の濫用に当たり，不法行為となる。

（被告ＮＴＴの主張）

施設設置負担金は，加入電話等のサービス提供に必要な契約者回線設備

の建設費用の一部の負担料金であり，サービス提供に欠かせないものであ

って，その額は原価をベースとして適正に設定されている。したがって，

不必要な施設設置負担金の支払を強制したと評価されるような事実はなく，

原告らの主張は失当である。

原告らが主張する①ないし⑦の各時点（③を除く）における被告ＮＴＴ

の対応に何ら不当な点がないことは，ア（被告ＮＴＴの主張）(イ)のとお

りである。そして，原告らが主張する③民営化時に電話設備負担金の還元

をしなかった点ついては，被告ＮＴＴ成立以前のことであるうえ，これは，

民営化に際して，当時の郵政大臣の任命による設立委員会において，旧電

電公社の全資産を現物出資して新会社を設立する際に，設備負担金累計額

見合いを圧縮することなく資本準備金と整理されたことによるものであり，

十分な国民的議論の結果に基づくものであって，独占禁止法違反の事実は

ない。また，新設された被告ＮＴＴ株式会社の純資産に対応する株式は，

全て国に付与され，国が被告ＮＴＴ株式会社の株式売却益収入を国益にか
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なう使途に用いてきたと理解している。

キ 不当利得

（原告らの主張）

被告ＮＴＴは特別法によって制定された特殊法人であり，国が全株式の

３分の１をもっていること，電話設備負担金の設定・変更は，長期間，法

令決定事項ないし総務省の認可事項であったことからすれば，被告ＮＴＴ

の料金設定行為は，国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使して

いる場合ということができ，国家行為と同視して憲法を直接ないし間接に

適用することができるというべきである。

そうすると，カ（原告らの主張）の①ないし⑦の各時点で，被告ＮＴＴ

は，電話設備負担金の見直しをし，電話加入者に対しその財産的損害を補

償すべきであったのに，それをしなかったことにより電話加入者の財産権

を侵害したというべきであり，新規加入者から電話設備負担金を徴収する

旨の電話約款は憲法２９条１項ないし民法９０条に違反して無効というべ

きである。

ゆえに，被告ＮＴＴが徴収した電話設備負担金は不当利得であって，原

告ら電話加入者に返還がなされるべきである。

（被告ＮＴＴの主張）

原告ら主張の①ないし⑦の時点で施設設置負担金を見直すべきとはいえ

ないことは，ア（被告ＮＴＴの主張）(イ)，カ（被告ＮＴＴの主張）のと

おりである。

なお，総務省による約款・料金の認可は，電気通信事業法の目的に基づ

いて各種規制に際して行われるものであり，被告ＮＴＴが特殊法人である

ことを理由に行われているものではない。原告らの主張によるならば，被

告ＮＴＴ以外でも認可を要する企業全ての行為が国家行為ということにな

り，不当である。
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ク 被告ＮＴＴ株式会社の責任

（原告らの主張）

電電公社の加入電話契約に係る権利義務は再編前の被告ＮＴＴ株式会社

が承継し，さらに再編時に被告ＮＴＴ東西が承継したが，その資産形成

と分割の経緯，持ち株状況からして，被告ＮＴＴ株式会社も被告ＮＴＴ

東西の義務違反等につき，被告ＮＴＴ東西とともに連帯責任を負う。

（被告ＮＴＴの主張）

被告ＮＴＴ株式会社再編時に被告ＮＴＴ株式会社が有した加入電話契約

に係る権利義務はすべて被告ＮＴＴ東西が承継し，再編後の加入電話契約

に係る権利義務は契約者と被告ＮＴＴ東西との間で発生するものであるか

ら，被告ＮＴＴ株式会社が何らかの法的責任を負うことはありえない。

ケ 損害ないし損失

（原告らの主張）

原告らは，別紙請求目録１ないし５記載の電話加入権を有している（た

だし，原告ａについては加入電話契約は既に解除された。）。

ところが，①現実に施設設置負担金が半額となったこと，②いずれは電

話加入権料を廃止するという方針が打ち出されていること，③既に電話加

入権料不要のサービスが利用できる状態にあることなどからすれば，電話

加入権の経済的価値は事実上ゼロである。また，被告ＮＴＴは，今回の引

下げ前は電話加入権１本あたり７万２０００円としていたのだから，電話

加入権の取得時期や譲渡の有無を問わず，原告らの損害・損失は１本当た

り７万２０００円とみるべきであり，原告らはその一部である１本当たり

３万６０００円を請求する。

原告らの個別の損害・損失額は，別紙請求目録１ないし５「損害金

（円）」欄各記載のとおりである。

（被告ＮＴＴの主張）
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争う。

(2) 債務不履行責任（予備的請求１）

ア 契約者を公平に扱うべき義務違反

（原告らの主張）

電話約款による契約において電話サービスを提供する場合，電話サービ

ス提供者は，信義則上，契約者の契約時期を問わずに実質的に公平に扱う

べき義務がある。

しかるに，被告ＮＴＴは，施設設置負担金と基本料とで契約者回線のコ

ストを回収するとしながら，施設設置負担金を半額化した際，既存の施設

設置負担金を支払った契約者，半額化された施設設置負担金を支払った契

約者，ライトプランの契約者について，支払うべき基本料について合理的

な区別を用意しなかった。これは，上記契約者を不公平に扱うものであり，

上記信義則上の義務に違反し，債務不履行を構成する。

（被告ＮＴＴの主張）

被告ＮＴＴが「特定の者に対し不当な差別的取扱い」をしてはならない

（電気通信事業法１９条２項４号）ことは原告ら主張のとおりであるが，

被告ＮＴＴはかかる扱いはしていない。契約時期の異なる契約者間では，

契約条件が異なったとしても，そのことに合理的理由があれば実質的な

公平は保たれているというべきである。

そして，平成１７年３月に実施された施設設置負担金の値下げは，①一

時金の形で早期に投資資金を回収する意味が低下してきていること，②

新規契約者にとって施設設置負担金が大きな負担となっていること，③

競争事業者が施設設置負担金のような初期負担を設けない電話サービス

を開始したことといった市場環境の変化を踏まえ，当時の電話加入権取

引市場の売買価格に直接影響を与えない範囲で値下げすることとしたも

のであり，合理的な理由に基づくものであって，適正である。
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また，施設設置負担金値下げ後の料金体系（値下げ前の施設設置負担金

を支払った契約者の基本料を減額しなかったこと）にも，(1)ア（被告Ｎ

ＴＴの主張）(イ)⑥のとおり一定の合理性があり，実質的な公平を害し

ていない。

イ 損害

（原告らの主張）

原告らは，被告ＮＴＴの債務不履行により，被告ＮＴＴが原告ら従前の

電話加入権料を支払った者に対する上記差別的な扱いを止めるまで，損害

が生じているというべきである。

具体的には，施設設置負担金半額化に伴って改定されるべき基本料減額

分，すなわち，電話加入権１本につき，ライトプラン契約者の改定前後の

基本料上乗せ部分の差額に相当する額１か月当たり２６２．５円に，施設

設置負担金が半額化された平成１７年３月１日から平成１９年１２月末日

までの２年１０か月分を乗じた８９２５円の損害が生じたというべきであ

る。

この点に関する原告らの個別の損害額は，別紙予備的請求目録１「損害

金（円）」欄に記載のとおりである。

（被告ＮＴＴの主張）

争う。被告ＮＴＴに値下げ前の施設設置負担金を支払った契約者の基本

料を減額すべき義務はなく，原告らに損害は発生していない。

(3) 解除に基づく原状回復請求（予備的請求２）

（原告ａの主張）

原告ａは，電話加入権を有していたが，事情により加入電話契約を解除し

た。

電話約款においては，契約者回線の工事完了後の契約解除を理由とする施

設設置負担金の返還請求権に関しては必ずしも明確に規定されていない。し
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かしながら，①電話約款によれば，契約者回線の設置工事完了前に契約解除

があれば，施設設置負担金は返還されることになっており，施設設置負担金

が工事費ではなく，契約者回線の維持・充実を目的とすることからすると，

返還請求の可否と設置工事完了とは直接の関係はないはずであること，②電

話約款の料金表第２表１が，加入電話契約申込者がすでに締結している加入

電話契約を解除すると同時に契約を締結する場合について，解除される加入

電話契約を新たに締結するとみなした場合の施設設置負担金から控除するこ

とを定め，既払いの施設設置負担金を再評価した上で新規の施設設置負担金

に充当することを認めていること，③約款には，「疑わしきは約款作成者の

不利に」という解釈原則が適用されるべきことからすると，契約解除の際に

は，原状回復の一環として，解除される電話サービス契約を新たに締結する

とみなした場合の施設設置負担金相当額が契約者に返還されると解釈すべき

である。

そうすると，被告ＮＴＴが返還すべき金額は，１回線あたり，金３万６０

００円となる。

したがって，原告ａが返還を受けるべき額は，別紙予備的請求目録２「返

還金（円）」欄記載のとおりである。

（被告ＮＴＴの主張）

電話約款７４条は，本文で施設設置負担金の支払義務を規定し，但書にお

いて「ただし，契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解

除があったときは，当社は，その施設設置負担金を返還します。」旨規定

しているのであって，本文と但書との関係からして，設置工事完了後の施

設設置負担金の返還義務が生じないことは明確にされている。「疑わしき

は約款作成者の不利に」という準則は，多義的解釈が可能な曖昧な条項が

存在する場合の議論であり，上記のとおり明確な規定が存在する本件では

適用の余地がない。
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また，施設設置負担金は加入者回線設備の建設費用の一部を賄う料金であ

って，契約解除したからといって返還する性格のものではない。そもそも，

電話約款に基づく契約は継続的契約関係であるから，ここでいう解除は将

来に向かって契約関係を解消する解約告知であり，原状回復として施設設

置負担金を返還するということはあり得ない。

原告ａの有していた電話回線については，料金滞納により，被告ＮＴＴが

電話約款に基づき解除（解約告知）したものであり，遡及効のある解除で

はないし，上記のとおり，同約款上，施設設置負担金が返還されないこと

は明らかである。

(4) 時効について

（被告ＮＴＴの主張）

原告らは，明治以来の，被告国や電電公社，被告ＮＴＴの行為を記述して

責任があると主張するが，仮にいずれかの時点で何らかの責任が生じ，被告

ＮＴＴ成立以前の責任については被告ＮＴＴが承継しているとしても，債務

不履行責任については５年，不法行為については３年，不当利得については

１０年で時効が成立するものであり，被告ＮＴＴはこれらの時効を援用する。

また，不法行為については行為時から２０年で除斥期間にかかるものであ

る。

したがって，本件訴訟提起から２０年以上過去の事実にかかる原告らの主

張は意味がない。

（原告らの主張）

被告ＮＴＴによる時効の主張は，電話加入権問題の歴史的経過及び被告Ｎ

ＴＴの情報隠匿の問題，並びに被告ＮＴＴが法律上の国策会社であるという

観点からして，権利濫用で無効というべきである。また，施設設置負担金の

半額化による電話加入権の財産価値毀損については平成１７年３月のことで

あり，具体的に損害が発生したのは同時点ということができるから，時効は
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成立しない。

３ 被告国への請求

(1) 債務不履行責任又は不法行為責任（国家賠償責任）（主位的請求）

ア 総務省（郵政省を含む。）の責任

(ア) 適正料金設定監督義務違反

（原告らの主張）

郵政省・総務省は，公衆電気通信法（昭和２８年８月１日施行），日

本電信電話公社法（昭和２７年法律第２５０号），電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６条），日本電信電話株式会社等に関する法律（平成

９年法律第９８号）の電話加入者保護という法の精神に反して，以下の

ａないしｆのとおり，それぞれ電話加入者の利益保護を図るべきであっ

たのに，それを怠った違法があり，これらは監督官庁たる郵政省・総務

省の地位及び上記規制の精神から導かれる付随義務としての適正料金設

定監督義務に違反し，債務不履行又は不法行為を構成するというべきで

ある。

ａ 電話設備負担金の返還を規定する法案の策定又は約款を作成するよ

う指導しなかった違法

過去の法制度において，電話加入権料そのものを電話加入者（譲受

人も含む）に返還したことがあること，実質的には電電債と同様の権

利であることからすれば，そもそも電話加入権料としての電話設備負

担金を電話加入者に返還する旨の法案を策定することが郵政省・総務

省に期待されるものというべきであるが，郵政省・総務省にはこれを

怠った違法がある。

ｂ 電話積滞解消時における電話設備負担金の徴収を止めるような法案

等を国会に提出しなかった違法

電話積滞が昭和５３年に解消した後は，最寄りの電柱又は土管から
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電話線を引っ張るだけの工事にすぎず，また電話交換のための番号設

定という単純作業のみで電話線引込み工事すら必要としなかった場合

もかなり多いのであって，回線設備費用を徴収する合理的理由はない

といわなければならない。電電公社の主務官庁である郵政省は，公衆

電気通信法４８条及び別表による電話設備負担金（設備料）の徴収を

見直し，電話設備負担金の徴収を止めるような法案，あるいは電電債

と同様に電話加入者に対し既払額を返還する等の法案を作成し国会に

提出すべきであったのにこれを怠った違法がある。

ｃ ＩＮＳネット６４・ライトの認可をしつつ電話設備負担金を維持し

た料金体系を取り消さなかった違法

電話設備負担金については，昭和５３年には既に徴収の合理性を失

っており，平成９年のＩＮＳネット６４・ライト導入申請時にはなお

さら合理性がなかった。この際の審議会においても，電話加入権料

（施設設置負担金）は諸外国にはない制度であり，電話網整備のため

の負担金徴収の合理性も疑わしいことから，施設設置負担金そのもの

を廃止すべきとの意見が出された。にもかかわらず，郵政省は，ＩＮ

Ｓネット６４・ライトにつき認可したものであり，違法である。

ｄ ドライカッパ開放の法律改正及び約款の認可をしつつ電話設備負担

金の認可の取消し又は廃止をしなかった違法

ドライカッパの開放により，電話設備負担金の支払の有無を問わず，

電話が利用できるようになったことで新規加入者と電話加入権を持っ

ている者に不公平が生じたところ，かかる不公平は新規加入者に負担

を求めるのではなく，既存の電話加入者に対し金銭等の補償をして還

元することによって解消すべきであった。また，ドライカッパ開放に

より電話設備負担金不要で電話サービスが受けられるようになったた

め，電話加入権の需給バランスは決定的に崩壊し，電話加入権の業者
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買取価格はほぼゼロになり，既存の電話加入者の財産が全面的に毀損

された。にもかかわらず，総務省はこれらの補償につき何ら対策を講

じなかった違法がある。

ｅ 加入電話ライトプラン導入約款の認可をしつつ電話設備負担金の徴

収約款の変更命令等をせず又は廃止をしなかった違法

加入電話ライトプランの制度導入についても，ｃと同様であり，総

務省の認可行為は違法というほかはない。

ｆ 電話設備負担金の徴収を続ける約款の変更命令や料金変更命令権限

を行使せず，かつ何らの補償制度を設けることなく半額にする約款を

認可した違法

総務大臣は電気通信事業法１９条２項により電気通信事業者が届け

出た基礎的電気通信役務の契約約款，指定電気通信役務の契約約款が

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，電気通信事業紛争処

理委員会への諮問を経て（１６０条），契約約款変更命令を出すこと

ができるとされているところ，電話加入権料を既存の電話加入者に対

する補償なしに半額にする被告ＮＴＴ東西の電話約款が作成され，総

務省に事前届出された。かかる電話約款について，審議会においては

施設設置負担金を全部廃止する旨の答申であったにもかかわらず，な

ぜ半額なのか根拠不明であり，「料金の額の算出方法が適正」（１９

条２項１号）とはいえないし，ドライカッパの開放により，電話加入

権料不要の電話サービスが利用できるにもかかわらず，なぜ継続して

電話設備負担金を支払わなければ電話が利用できないのか不明であり，

「工事に関する費用の負担の方法が適正」（同２号）ともいえない。

また，上記取扱いの不公平さは「特定のものに対し不当な差別的取扱

をするもの」（同４号）に該当し，さらに，既存の電話加入者の利益

を著しく害する者であって「社会的経済的事情に照らして著しく不適
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当であるため，利用者の利益を阻害する」（同６号）ものというべき

である。にもかかわらず，総務省は，料金変更命令，業務改善命令，

約款変更命令等の各種是正措置を適正に行使しなかったものであり，

違法である。

（被告国の主張）

本件において，被告国と原告らとの間には何らの契約関係はなく，被

告国が原告らに対して信義則上の義務を負う根拠も明らかでないから，

原告の被告国に対する債務不履行の主張は失当である。

また，原告らは，公衆電気通信法，電気通信事業法等を挙げ，その趣

旨は究極のところ電話加入者の利益保護にある旨主張するが，これらの

法律は，個別の電話加入者についてその電話加入権の取引価格を保証す

るなど，直接個別の電話加入者の経済的利益の保護を目的とするもので

はないことは明らかであり，したがって，被告国がこれらの法律に基づ

く監督権限を行使しなかったとしても，国家賠償責任を負うことはない。

さらに，郵政省や総務省の公務員が，原告ら個別の国民に対する関係

において，法案の策定あるいは法律案の議案を国会に提出すべき職務上

の義務を負う法的根拠は存在しないし，国会法上，郵政省や総務省の公

務員が法律案の議案を国会に提出する権限はない。

原告らは，第一種電気通信事業者の電気通信役務に関する料金，他の

電気通信事業者との接続約款，基礎的電気通信役務の契約約款等の認可

ないし変更命令について違法があった旨主張するものと解されるが，電

気通信事業法上，これら認可等の要件が，社会的実態として形成された

取引市場における電話加入権の取引価格とは無関係に定められているこ

とは明らかであり，郵政大臣・総務大臣において，上記価格を斟酌すべ

き職務上の義務を負う法的根拠は存在しない。

(イ) 期待権侵害
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（原告らの主張）

原告ら電話加入者は，もともと，電話加入権が既払額相当額の価値が

あることを信じて電話加入契約を締結したものである。にもかかわらず，

郵政省・総務省がその信頼を裏切り，電話加入者に対する補償なしに不

利益な施策転換をしたことは，不法行為を構成する。

（被告国の主張）

電話加入権について，電話約款上，施設設置負担金相当額の価格で売

買できる旨の規定はなく，施設設置負担金を返還する規定も存在しない。

また，被告国は，被告ＮＴＴ東西に対し，施設設置負担金相当額が返還

されることを約して加入を促すよう行政指導をしたこともないし，電話

加入権市場における取引価格を保証するような施策をとったこともない。

したがって，郵政省・総務省がその信頼を裏切ったとの前提が存在しな

い。

(ウ) 減価償却立法案を作成しない違法

（原告らの主張）

電話加入者の利益保護義務からは，企業者たる電話加入者の利益保護

の為に，現実的にゼロに等しくなった電話加入権について，損金控除を

認めるような減価償却立法案を作成する義務があった。にもかかわらず，

総務省は，いったん与党などに提出していた電話加入権減価償却立法案

の税制改正要望を事実上撤回し，原告ら電話加入者が減価償却による利

益を得る機会を奪ったのであるから違法であり，不法行為を構成する。

（被告国の主張）

国会法上，総務省の公務員が法律案を国会に提出する権限はなく，総

務省の公務員が原告ら個別の国民に対する関係において，法案の作成を

行うべき職務上の注意義務を負う法的根拠は存在しない。

(エ) 説明義務違反
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（原告らの主張）

被告ＮＴＴは，原告ら電話加入者に対して電話加入権料の還元等を行

わないことにつき具体的に説明すべきところ，被告ＮＴＴは同説明義務

を果たしていない。総務省は，被告ＮＴＴに対し，上記説明を行うよう

指導すべきであるが，これを怠っている。

（被告国の主張）

施設設置負担金は役務の対価として支払う料金の一部であり，一般的

に支払った料金は返還されないものであることは明らかであるから，こ

れを返還しないことについての説明義務はないというべきである。

イ 財務省（大蔵省を含む。）の責任

(ア) 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整

備

の促進に関する特別措置法（以下「ＮＴＴ資金法」という。）の成立を

阻止等しなかった違法

（原告らの主張）

本来であれば，被告ＮＴＴ株式会社の政府保有株売却益（以下「ＮＴ

Ｔ資金」という。）は電話加入者に還元されるべきところ，大蔵省・財

務省は，これを特定資金公共投資事業債として分配するなど適切に管理

せず，還元の機会を不当に奪ったものである。大蔵省がＮＴＴ資金法の

成立を阻止し，電話加入者に対する還元の方策を打ち出さなかった不作

為は，違法と評価されるべきであり，債務不履行責任又は国家賠償責任

がある。

（被告国の主張）

原告らがＮＴＴ資金は電話加入者に還元されるべきと主張する根拠は

不明というほかない。

なお，行政は法律を執行するものであり，行政庁である大蔵省・財務
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省の公務員が，立法府による法律の制定を阻止すべき職務上の義務を，

原告ら個別の国民に対して負うような状況は，およそ観念しえない。

(イ) 総務省・被告ＮＴＴに損失補償ないし損害賠償を求めない違法

（原告らの主張）

財務省は，国の財産を管理する職務を有するのであり，国の財産が毀

損された場合には，損害を与えた者に対して損害賠償を求めることが，

職務上期待されているというべきである。

電話加入権は国の財産（無形固定資産）ともなっているところ，財務

省は，少なくとも財務書類作成を指示した後の平成１５年４月以降の各

省庁が保有している電話加入権の金額，その後，平成１７年３月から被

告ＮＴＴ東西の約款変更により施設設置負担金の額を半額にしたこと，

その結果各省庁が保有する財産たる電話加入権が少なくとも半額に減少

・毀損されたことをいずれも認識していた。また，日本電信電話株式会

社等に関する法律第１８条により，総務省と協議の上，被告ＮＴＴの事

業計画及び重要な設備の譲渡等について監督する権限を有しているから，

上記国保有の電話加入権侵害行為を十分認識していたというべきである。

にもかかわらず，財務省は国の財産を管理する職務を怠り，被告ＮＴ

Ｔ東西の約款変更に起因する上記電話加入権の財産毀損行為を漫然と見

過ごし，被告ＮＴＴに損失補償ないし損害賠償を求めず，また，監督官

庁である総務省に対し是正措置を求めないものであるから，これらの不

作為をもって違法と評価されるべきであり，債務不履行責任又は国家賠

償責任がある。

（被告国の主張）

電話加入権とは，電話加入者が，加入電話契約に基づいて，加入電話

により公衆電気通信役務の提供を受ける権利であり，社会実態として形

成された電話加入権取引市場における取引価格の推移にかかわらず，か
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かる権利は何ら毀損されておらず，損失も生じていない。

(ウ) 減価償却立法案作成等の措置をとらない違法

（原告らの主張）

現在において電話加入権の価値はゼロに等しくなっており，企業会計

上，電話加入権を非償却資産として計上することを義務付けている税法

との整合性がとれず，企業会計における電話加入権の計上の有無や，評

価損計上の有無に関し，課税上の不公平が生じている状況下にある。財

務省は，第１６１回国会衆議院総務委員会での質疑を踏まえ，遅くとも

平成１６年１１月の時点で減価償却立法等の措置の必要性を認識してい

たのであるから，ドライカッパ開放による電話加入権の価値下落を理由

として，遅くとも同時点には減価償却立法等の措置をとるべきであった。

にもかかわらず，財務省（国税庁）は，減価償却措置を講じなかった違

法があり，債務不履行責任又は国家賠償責任がある。

（被告国の主張）

国会法上，法律案を議案として提出する権限のない財務省・国税庁の

職員が，原告ら個別の国民に対する関係において，減価償却立法案作成

を行うべき職務上の義務を負う法的根拠は存在しない。なお，法人税法

施行令１３条１項８号ソの規定に反する取扱いを定める通達を制定，発

出することは当然許されない。

ウ 公正取引委員会の責任

（原告らの主張）

被告ＮＴＴは，長期に渡り電話事業を独占してきており，原告ら電話加

入者には，被告ＮＴＴ以外の加入電話を選択する余地はなく，しかも電話

加入時に電話設備負担金の支払を強制されていた。そして，①電話積滞解

消時，②民営化時，③電電債廃止時，④ＩＮＳネット６４・ライト導入時，

⑤ドライカッパ開放時，⑥加入電話ライトプラン導入時，⑦施設設置負担
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金を半額にした時点において，それぞれ電話設備負担金の支払いが不合理，

不適当となっていたにもかかわらず，被告ＮＴＴはその独占力を背景に電

話設備負担金の徴収を続けており，新規加入者は不合理な支払を余儀なく

された。

これは，独占禁止法で禁止されている優越的地位の濫用にあたり，容認

されるべきでないが，公正取引委員会は，上記各時点において適切な勧告

を行わずにこの事態を放置し，その結果電話加入者に対して損害を与えた

のであるから，これらの公正取引委員会の不作為は，不法行為を構成する

というべきである

（被告国の主張）

独占禁止法は，公正かつ自由な競争の促進を直接の実現目的とし，これ

を通じて一般消費者の利益を確保するとともに，国民経済の健全な発達を

促進することを最終目的とするものであるから，その保護の対象となるの

は個々の消費者ではなく一般消費者，すなわち総体としての国民一般であ

る。そうすると，本件において，仮に被告ＮＴＴが施設設置負担金制度を

廃止しなかったことにつき独占禁止法の適用の余地があり得るとしても，

原告らがそれによって受ける利益は反射的利益ないし事実上の利益にすぎ

ず，国家賠償法上保護された利益とはいえない。また，公正取引委員会が

違反者に対する措置の勧告（平成１７年法律第３５号による改正前の独占

禁止法４８条１項）の手続を行うか否かは，その広範な裁量にゆだねられ

ているから，その権限の行使・不行使について当・不当の問題は生じても，

原則として職務上の法的義務違背という問題が生じることはなく，国家賠

償法上違法ということも想定し難い。

エ 国会の責任

（原告らの主張）

国会議員の立法行為又は立法不作為については，①立法の内容又は立法
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不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであるこ

とが明白な場合や，②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保

するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白で

あるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場

合などには，国家賠償法１条１項の規定の適用上，違法の評価を受けるも

のと解されている（最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻

７号２０８７頁）。

この点，電話加入権料（電話設備負担金）は，電話加入者たる国民が電

電公社に対して有する資本的性格（会社でいえば株主持分）を有するもの

であって，電話加入権は昭和６０年に電電公社から被告ＮＴＴ株式会社へ

民営化されるときに株主（電話加入者）持分としての性格を明確にするた

め，株式転換等の立法措置がとられるべきものであったところ，これが行

われず，原告ら電話加入者の財産権が違法に侵害されたことは明白である

から，上記①の場合に該当する。

また，上記のとおり電話加入権を株式に転換する立法等の補償措置がさ

れてしかるべきであったが，その後，郵政省・総務省・被告ＮＴＴは，電

話加入権の財産権としての中味・性格を実質的に変更する施策を行ってき

た。そして，国会は，正当な理由なくこのような状況を長年にわたり放置

してきたもので，その結果，平成１７年３月の施設設置負担金半額化につ

ながったものであるから，②の場合にも該当する。

したがって，国会は国家賠償責任を免れない。

（被告国の主張）

イ(イ)（被告国の主張）のとおり，電話加入権は毀損も侵害もされてい

ないから，憲法２９条１項の財産権の侵害はないし，本件が「立法の内容

が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立

法を行うというがごとき，容易に想定し難いような例外的な場合」（最高
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裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁）

に当たるとはいえない。

(2) 憲法２９条３項に基づく直接補償請求（予備的請求）

（原告らの主張）

ア 憲法２９条３項を直接適用すべきこと

仮に，国に不法行為または債務不履行責任がないとしても，原告らは電

話加入権の毀損により被った損害を填補するために，憲法２９条３項に基

づいて直接補償請求をすることができるというべきである。

もともと電話加入者が支払った電話設備負担金は，昭和２６年から昭和

６０年３月３１日までは，電話設備費負担臨時措置法により電電公社に対

する支出が強制され，その後，電電公社から被告ＮＴＴに組織変更された

ものの，被告ＮＴＴと電話加入者は約款という監督官庁認可に係る付合契

約によって拘束され，電話設備負担金の支払が強制的に継続されてきた。

そして，被告ＮＴＴ株式会社は，株式会社という形式は取っているが，特

別法によって制定された特殊法人であり，現在も国が全株式の３分の１を

持っている。

とするならば，国が被告ＮＴＴの私的行為である電話約款の設定に極め

て重要な程度までかかわり合いをもった場合といえ，かつ，被告ＮＴＴは，

かつて国が行っていた電話事業を独占的に行っており，高度に公的な機能

を行使しているのだから，当該私的行為（電話約款の設定）を国家行為と

同視して，憲法を直接適用するべきである。

イ 補償の要否

原告ら電話加入者は，新規に被告ＮＴＴと加入電話契約を締結した時点

で，電話設備負担金の支払を強制され，また，現時点において電話加入権

が実質的に無価値となったのであるから，形式的にも実質的にも「特別の

犠牲」を強いられたものであり，憲法上の補償が必要である。
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ウ 正当な補償額

電話加入権料（電話設備負担金）が実質的には無価値になったこと，被

告ＮＴＴが平成１７年２月までは１本あたりの電話加入権料の価格を７万

２０００円としていたことからすれば，原告らの電話加入権１本あたり７

万２０００円が正当な補償額というべきである。

（被告国の主張）

被告ＮＴＴ東西による施設設置負担金の値下げは，公権力によるものでは

なく，私人間（被告ＮＴＴ東西・契約者）における加入電話契約上の問題で

あるにすぎないから，憲法規範の適用の余地はないというべきであり，原告

らの主張は失当である。

また，(1)イ(イ)（被告国の主張）のとおり，施設設置負担金は，電話サ

ービス利用の対価として支払を要する電話料金の一部であって，電電公社や

被告ＮＴＴは，加入者回線の新規架設のための費用の一部を一時払金である

施設設置負担金として徴収し，電話加入者は，施設設置負担金を含む料金支

払の対価として電話サービスの提供を受けているのであるから，電話加入権

の無価値化による損害は存在しない。

第３ 争点に対する判断

１ 認定事実

前記前提事実，争いのない事実，証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実

が認められる（末尾に証拠を引用しない事実は，争いがないか，弁論の全趣旨

により認められる。）。

(1) 事実経過

ア 我が国における電話事業の開始

(ア) 我が国における電話事業は，明治２３年に国営事業として開始され，

郵便事業と併せて逓信省の所管とされた。開業当初は申し込めば無料で

開通されたが，申込増加により申込繰越が発生し，電話を申し込んでも



47

すぐには電話が設置されず，順番待ちの状態（電話積滞）が増加した。

(イ) 日清戦争を経て，電話の需要は激増し，電話積滞状態が続いたが，

このような中，自然発生的に電話の売買が行われるようになった。

明治３０年１２月，電話交換規則（明治３０年逓信省令第３１号）が

定められ，電話加入者が自己の権利（「自己ノ加入」）を他人に譲渡す

る際には，当事者が連署した請求書を電話交換局に差し出すこととされ

た（１４条）。また，電話加入者は，加入登記料を納めることとされた

（２０条）。

明治４２年には，電話加入者が至急開通料を負担することにより電話

を付けられる制度（至急開通方式）ができ，大正１４年には，電話加入

者が設備費として実費（当時，設備費負担金東京１５００円，工事費東

京１５５０円）を負担することにより電話を付けられる制度（特別開通

方式）ができた。

昭和１３年には，逓信省は，地域の電話官署と連係させる形式で電話

取引業者を公認した。

(ウ) 昭和２３年，電信電話料金法（昭和２３年７月６日法律第１０５

号）により，料金が定められ，電話加入者に装置料（当初は１５００円，

その後，昭和２６年の同法一部改正（昭和２６年３月２９日法律第５２

号）により４０００円に値上げされた。）及び電話線設備料等の支払が

義務付けられた。

イ 第二次世界大戦直後－連合国財産没収に係る補償

敵産管理下に置かれた連合国の財産は，ポツダム宣言の受諾に伴って，

連合国財産の返還等に関する件（昭和２１年勅令第２９４号）等に基づい

て返還が行われた。

この際，連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律（昭和３

４年法律第１６５号）に基づき，上記連合国側への財産の返還に伴って財
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産を没収された日本国民に対して，一定の金銭補償が行われた。

ウ 電気通信省

昭和２４年６月，逓信省は郵政省と電気通信省の二つの省に分離され，

電気通信省が電信電話事業を担当することとなった。

エ 装置料４０００円，負担金３万円の徴収

昭和２６年６月９日，戦後における電話復旧や増設促進のため，電話設

備費負担臨時措置法（昭和２６年法律第２２５号）が昭和３１年３月３１

日までの時限立法として制定された（なお，昭和３１年の改正（昭和３１

年法律第３６号）により，上記期限は昭和３６年３月３１日まで５年間延

長されることとなった）。

同法１条は，電信電話料金法（昭和２３年法律第１０５号）で定められ

ていた装置料４０００円（なお，昭和２８年８月１日より公衆電気通信法

（昭和２８年法律第９７号）へ移行）とは別に，負担金３万円の支払を義

務付けた。

なお，電話設備費負担臨時措置法は，電話加入者が支払った負担金を，

５年以内であれば使用期間に応じその加入者又はその承継人に返還するこ

とを定めていた（２条）。また，戦災電話（戦災により滅失している電

話）の復旧時に電話加入者に負担金を支払うこととしていたが（３条），

加入電話契約が失効した場合には，支払額を失効時の加入者に返還するこ

ととされていた（４条）。これらの規定は，昭和６０年４月１日付けで廃

止されるまで効力を持っていた（日本電信電話株式会社法及び電気通信事

業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年法律第８７

号）１条）。

オ 郵政省，電電公社

昭和２７年８月１日，電気通信省は廃止され，電気通信監督行政は郵政

省が引き継いだ。他方，日本電信電話公社法（昭和２７年法律第２５０



49

号）により，同日，電電公社が設立され，電気通信省の公衆電気通信現業

部門の業務を承継した。

カ 電電債

昭和２８年１月，電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律（昭

和２７年法律第３４９号）によって，新規加入者に対して，装置料４００

０円，負担金３万円とは別に，電電債６万円の引受けが義務付けられた。

その後，「公衆電気通信設備を急速に拡充するための資金を調達して，

すみやかに国民の当該需要を充足し，もって公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的」として，電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律

（昭和３５年法律第６４号。昭和４８年３月までの時限立法）が制定され

（同法１条参照），電電債の引受義務に関する規定が移行して置かれた。

なお，昭和４７年には同法の一部改正法（昭和４７年法律第４３号）に

よって引受義務の１０年延長が決定され，電電債制度は，電信電話設備の

拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律（昭和５８年法律第７

号）により，昭和５８年３月に電信電話設備の拡充のための暫定措置に関

する法律が廃止されるまで継続した。

キ 公衆電気通信法

昭和２８年７月３１日，公衆電気通信法（昭和２８年法律第９７号）が

公布された。同法は，「迅速且つ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金

で，あまねく，且つ，公平に提供することを図ることによって，公共の福

祉を増進することを目的」（１条）として，それまであった電信電話料金

法に代わって制定された。

同法において，電話の新規加入時に支払う金員については，第５章（料

金）６８条（料金の決定）別表第４によるものと定められ，額の改正は国

会の承認によることとなった。

また，電信電話料金法下と同様に，新規加入時には加入電話ごとに装置
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料４０００円を支払うこととされた。

ク 電話加入権質に関する臨時特例法

昭和３３年，電話加入権質に関する臨時特例法（昭和３３年法律第１３

８号）が制定された。なお，同法１２条１項は，「会社（注：電電公社の

こと）は，質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合

において，当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭（以下「返還

金」という。）があるときは，質権者から供託しなくてもよい旨の申出が

ある場合を除き，その返還金を供託しなければならない。」と規定してい

る。

ケ 負担金制度の廃止，設備料

昭和３５年，電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律（昭和

３５年法律第６４号）附則４条により，負担金３万円の支払義務はなくな

った。

他方，公衆電気通信法の一部が改正され，装置料が設備料と名称変更さ

れ，金額が４０００円から１万円に変更された。

なお，カのとおり，電電債引受義務に関する規定が，電信電話設備の拡

充のための暫定措置に関する法律に移行して規定された。

コ 昭和４３年法律第４６号により，設備料が３万円に変更された。

サ 昭和４６年法律第６６号により，設備料が５万円に変更された。

シ 昭和５１年法律第８６号により，設備料が８万円に変更された。

ス 昭和５３年３月，約８９年間の電話積滞状態が解消し，電話を付けたい

と希望すれば，申し込んですぐつく電話設備架設体制が実現した（甲Ａ１

の５）。

セ 民営化，工事負担金

昭和５９年，日本電信電話株式会社法（昭和５９年法律第８５号）が制

定され，昭和６０年４月１日，被告ＮＴＴ株式会社が設立され，電電公社
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の加入電話契約に係る権利義務を承継した。

これに伴い，公衆電気通信法は廃止され（ただし，電電公社と締結した

契約に基づく同法の規定による電話加入権については，電話加入権の譲渡

等の規定はなおその効力を有するものとされた。同法附則９条），電気通

信事業法（昭和５９年法律第８６号）が制定され（昭和６０年４月１日施

行），電話機や回線利用制度が自由化されるとともに，複数の事業体が競

争原理に基づく市場に自由に参加して，通信サービスが営めるようになっ

た。

同法３１条（契約約款の認可等）により，電気通信サービス料金や提供

条件の設定・変更は，国会の統制から郵政大臣の認可事項となり，電話約

款で定められることとなった。

また，設備料は，電気通信事業法の施行と同時に，電話約款において工

事負担金と名称を変えて規定され，金額も８万円から７万２０００円に変

更された。これは，屋内配線及び電話機に関する宅内工事費８０００円に

ついて，通信機器端末販売が自由化され，他社でも宅内工事ができるよう

になったため，宅内工事費８０００円を設備料８万円から差し引き，工事

負担金としたものである。

ソ 施設設置負担金

平成元年４月，電話約款上，工事負担金は施設設置負担金に名称が変更

された。なお，金額は従前どおり７万２０００円のままとされた。

タ 未使用回線の存在

平成３年度末ころにおいて，被告ＮＴＴが敷設した総回線数のうち実際

に使用に供されているのは約６６パーセントであり，約３４パーセントが

実際には使用されていない未使用回線であった。

チ パンフレット

平成６年２月ころ作成の被告ＮＴＴ株式会社のパンフレットには，「い
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つまでも大切な財産になるから」「電話の権利は，引っ越しをしても時代

が過ぎても，ずっと使えるから，初めて持つ財産にぴったり。」との記載

がある（乙Ａ１７）。

ツ 未使用回線の存在の合理性について

平成７年の基本料金改定について審議した平成６年１０月２７日の郵政

省電気通信審議会では，加入者回線設備のうち全体の約３４パーセントが

実際には使用されていないことについて審議が行われ，未使用回線が生じ

ている背景には，新規加入・移転，故障対応等のために常に一定の予備回

線を確保する必要があること，大量生産によるコスト低減化のためケーブ

ルの種類が限定されていることから需要を上回る容量のケーブルを敷設す

る必要があること，敷設に係る総費用を抑制するため，敷設工事の周期を

できる限り長期化する観点から，常に相当の余裕をもって設備を敷設する

必要があること等の事情があることから，現状程度の未使用の加入者回線

設備があること及び未使用の設備に係る費用を含めて料金算定を行うこと

にも一定の合理性があると考えられるとの内容の答申が出された（乙Ａ２

１）。

テ ＩＮＳネット６４・ライト導入

被告ＮＴＴ株式会社は，ＩＮＳネット６４・ライト（施設設置負担金の

支払は不要であるが，月々の基本料に６４０円が加算される料金プラン）

を導入することとし，平成９年６月２７日付けで，郵政大臣から，かかる

ＩＳＤＮ約款の認可を受け，同年７月７日よりサービス提供を開始した。

なお，平成９年６月２７日付郵政省電気通信審議会答申においては，

「施設設置負担金と加入者回線コストとの関係について調査し，その結果

も踏まえつつ，施設設置負担金の在り方について検討を行うこと」「今回

の新しい契約タイプの提供に当たっては，利用者に対し，従来の契約タイ

プとの料金の比較などサービス内容が十分周知されること」との要望事項



53

が付された（丙Ａ１１）。

加入電話回線数は，平成９年１１月，約６３２２万回線でピークとなり，

その後は携帯電話の普及等により減少した（乙Ａ５）。

ト 加入者回線設備等についての報告

被告ＮＴＴ株式会社は，平成１０年６月２４日付け報告書（「第１種総

合ディジタル通信サービス契約・タイプ２の提供に係る認可に際し，貴省

から講じることとされた事項に対する措置について」と題する書面）を郵

政省に提出し，これまでに取得された加入者回線設備（加入者線路及び地

中設備の合計）の累計固定資産額（施設設置負担金の圧縮前・設備除却分

の控除後）は，平成８年度末現在で約８兆８０００億円にのぼり，これま

での加入数増加や設備エリアの面的拡大により，現在でも増加傾向にある

こと，施設設置負担金に対応する１回線当りの増設資産額は，新旧混在し

た累計取得資産ベースで，加入者線路設備で平均８万２０００円ないし８

万４０００円，地中設備で４万４０００円ないし４万５０００円，合計で

１２万６０００円ないし１２万９０００円を要していること，実際の加入

者回線の工事事例からサンプル調査を行ったところ，一部区間で既設設備

を利用するケースで既設設備を除く増設した加入者線路の資産額のみで１

回線当り８万円ないし１７万円を要している状況であること，加入者回線

の増設投資額は，現行の施設設置負担金を上回る水準にあり，現行の施設

設置負担金７万２０００円は，その設備投資のうちの一部に充当している

ことなどを報告した（乙Ａ２０）。

ナ ＮＴＴ再編

平成１１年７月１日，被告ＮＴＴ株式会社は，日本電信電話株式会社法

の一部を改正する法律（平成９年法律第９８号）に基づき持株会社となり，

被告ＮＴＴ株式会社から分社した被告ＮＴＴ東西が被告ＮＴＴ株式会社の

加入電話契約に係る権利義務を承継した。
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ニ ドライカッパ開放

被告ＮＴＴ東西は，電気通信事業法の改正（平成９年法律第９７号）に

より第一種電気通信事業者とほかの電気通信事業者との間における接続に

関する規定が整備されたことを受けて，ドライカッパを他事業者に貸し出

すこととなり（ドライカッパ開放），平成１２年，郵政大臣から接続約款

の認可を受けた。

ヌ プライスキャップ制度導入

電気通信事業法の改正（平成１０年法律第５８号）により，平成１２年

１０月以降，特定電気通信役務に関する料金について，プライスキャップ

制度（上限価格方式）が導入された（なお，詳細は後記(3)イ参照）。

ネ 総務省

平成１３年１月，中央省庁再編により，郵政省は自治省及び総務庁と統

合し，通信事業は総務省の監督下に置かれることとなった。

ノ 加入電話ライトプラン導入

被告ＮＴＴ東西は，加入電話ライトプラン（施設設置負担金の支払は不

要であるが，月々の基本料に６４０円が加算される料金プラン）を導入す

ることとし，平成１４年２月１日付けで，総務大臣から，かかる電話約款

の認可を受け，同月１２日よりサービス提供を開始した。なお，加入電話

ライトプランの追加によっても，被告ＮＴＴ東西の料金指数がプライスキ

ャップの基準料金指数を超えるものではなかったことから，料金の認可は

不要とされた。

ハ 本件答申

総務省情報通信審議会は，平成１６年１０月１９日付けで「平成１７年

度以降の接続料算定の在り方について」の答申（本件答申）を出した。

本件答申では，以下のような点が指摘された（乙Ａ８）。

(ア) 契約者数が増えていた時代には，ネットワークの円滑な拡張のため
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の

資金調達という観点から，施設設置負担金にも一定の意義があったとい

える。また，施設設置負担金受入相当額については，会計上圧縮記帳が

認められており，圧縮記帳分に相当する資産に係る減価償却費が発生し

ないことから，基本料水準が低く抑えられてきたという効果があったこ

とが認められる。

(イ) しかしながら，近年固定電話の契約者数が減少傾向にあり，加入者

回線設備の新規投資も減少し，維持・更新投資が大半となっていること

から，前払いという形で加入者回線設備の投資資金を調達する意味が低

下してきたと言える。

(ウ) 加えて，最近の新規加入の状況を見ると，ライトプランを選択する

ユーザが圧倒的に多いことからしても，電話加入者にとって施設設置負

担金は大きな負担となっていると推測される。

(エ) 施設設置負担金を見直したからといって，電話加入権が消滅するわ

け

ではなく，既存の電話加入者から加入電話契約に基づく権利を剥奪した

り，制限したりするものではない。

(オ) 質権法や税法等における電話加入権の取扱いは，市場において需給

関係に応じた価格が設定され売買が行われていることを前提として定め

ら得たものであり，これらの法律によって電話加入権の価格が保証され

ていると解することはできない。

(カ) 施設設置負担金の額は電話加入権の価格ではなく，施設設置負担金

の見直しにより事実上電話加入権の市場価格が低下したとしても，その

市場価格まで保証すべき義務は契約上存在しない。

(キ) 合理的な理由をもって施設設置負担金の見直しを行った結果，既存

の電話加入者と新規の電話加入者とで費用負担に差異が生じることは，
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利用の公平に反する，あるいは不当な差別的取り扱いに当たるとは言え

ないと考えられる。

(ク) 携帯電話，ＩＰ電話（注：インターネットプロトコルを利用して音

声のやりとりを行うものをいう。）へのシフトに加えて，ＮＴＴ東日本

及びＮＴＴ西日本の加入者回線を利用した直収電話サービスの提供開始

が予定されており，今後，地域通信市場における競争は既存の固定電話

だけに閉じたものではなく，これらのサービスとの競争も視野に入れて

いくことが必要となってくると考えられる。これらのサービスにおいて

は，施設設置負担金見合い分も含め，加入者回線設備に必要な費用は月

々のドライカッパ接続料において負担されており，直収電話サービス提

供事業者は加入時に施設設置負担金を徴収する必要がない。したがって，

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本にとっては，競争対抗上の観点から，で

きる限り早期に見直しを実施する必要性が高まってきたと言える。

(ケ) 既に本来の意義を失い，新規加入の妨げとなり得る施設設置負担金

については，ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が自らの料金戦略として，

廃止も選択肢とした見直しを欲するのであれば，それは容認されるべき

ものと考える。

(コ) 施設設置負担金の見直しは，基本料と同様，最終的にはＮＴＴ東日

本

及びＮＴＴ西日本の経営判断の問題である。ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西

日本においては，既存の電話加入者や電話加入権取引市場の動向，自社

の財務への影響等に配慮しつつ，今後の競争環境へ対応するための自ら

の料金戦略として判断することが適当である。

(サ) 既存加入者が過去に支払った施設設置負担金が，固定電話網の整備

に役立ってきたこと，市場において，現在も電話加入権の売買や電話加

入権を担保とした貸付が行われていること，答申案に対する意見募集に
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おいて，施設設置負担金の見直しによる影響を懸念する意見が多く出さ

れたことは事実であり，その見直しに当たっては，既存加入者や関連市

場等に対し一定の配慮（例えば，施設設置負担金がある日突然廃止され，

施設設置負担金を支払った者が，それにより整備されたネットワークの

便益を教授できないようなことがないよう，十分な周知及び実施までの

期間を取り，段階的に実施すること）を行うことは必要と思われる。

(シ) 更に，施設設置負担金と電話加入権の違いを理解していないユーザ

が

多いとの指摘がある。施設設置負担金がどういう性質のもので，どうい

う使われ方をしているのか，必ずしも国民が理解していないとの懸念が

表明されており，ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本においては，日頃から

利用者に対して説明することが必要と考えられる。

(ス) 仮に施設設置負担金を廃止することとなった場合には，政府におい

て

は，過去の措置等も参考に，電話加入権の税法上の取り扱いについて必

要な措置を検討することが求められる。

ヒ 施設設置負担金の見直しについてのお知らせ

平成１６年１２月，被告ＮＴＴ東西は，ハローインフォメーションに本

件答申の概要等を掲載するなどした上で，平成１７年３月１日から施設設

置負担金（ライトプランの加算額を含む。）を値下げする旨告知した。ま

た，この中で，施設設置負担金は，加入電話等のサービス提供に必要な被

告ＮＴＴ東西の市内交換局ビルから電話加入者宅内までの加入者回線設備

の建設費用の一部を，基本料の前払い的な位置付けで負担いただくもので

あり，１回線当たりの投資額は約１６万円である旨説明した（乙Ａ５，

６）。

フ 施設設置負担金の半額化等
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平成１７年３月１日，被告ＮＴＴ東西は，総務大臣への事前届出を経て

電話約款を変更し，加入電話（各ライトプランを除く。）に係る施設設置

負担金を７万２０００円から３万６０００円に値下げし，ライトプランに

係る基本料加算額を月額６４０円から２５０円に値下げした。

(2) 電話約款の規定（乙Ａ１，２）

ア 電話約款には，電話加入者の有する権利に関して，以下のような規定が

置かれている（なお，以下でいう「当社」とは被告ＮＴＴ東西を意味す

る。）

(ア) ３条（用語の定義）

この約款においては，次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

８ 加入電話契約 当社から加入電話の提供を受けるための契約

（臨時加入電話契約となるものを除きます。）

(イ) ２１条（電話加入権の譲渡）

１項 電話加入権（加入電話契約者（タイプ２に係る契約者を除き

ます。）が加入電話契約（タイプ２に係るものを除きます。）

に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じ

とします。）の譲渡は，当社の承認を受けなければ，その効力

を生じません。

５項 加入電話契約（タイプ２に係るものに限ります。）に係る電

話加入権は譲渡することができません。

なお，ＩＳＤＮ約款（乙Ａ３，４）にも第１種契約につき上記と同旨の

条項がある（３条・８，１９条１項，５項）。また，昭和６０年電話約款

（甲Ａ４４），平成８年電話約款（甲Ａ４５）の段階ではタイプ２が存在

しないためこれに言及する部分はないが，それ以外の部分については同旨

の規定があった（昭和６０年電話約款３条・８，２４条１項，平成８年電

話約款３条・８，２３条１項）。
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イ また，電話約款には，施設設置負担金等に関して，以下のような規定が

置かれている。

(ア) ７４条（施設設置負担金の支払義務）

契約者は，電話サービスに係る契約の申込みをし，その承諾を受けた

ときは，料金表第２表第１（施設設置負担金）に規定する施設設置負担

金の支払いを要します。

ただし，契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除

があった場合は，この限りでありません。この場合，既にその施設設置

負担金が支払われているときは，当社は，その施設設置負担金を返還し

ます。

(イ) ７５条（工事費の支払義務）

１項 契約者は，契約の申込み又は工事を要する請求をし，その承

諾を受けたときは，料金表第２表第２（工事費）に規定する工

事費の支払いを要します。

ただし，工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求

の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があ

った場合は，この限りでありません。この場合，既にその工事

費が支払われているときは，当社は，その工事費を返還します。

２項 工事の着手後完了前に解除等があった場合は，前項の規定に

かかわらず，契約者は，その工事に関して解除等があったとき

までに着手した工事の部分について，その工事に要した費用を

負担していただきます。この場合において，負担を要する費用

の額は，その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

(ウ) 料金表

ａ 通則

１ 当社は，契約者・・・がその契約に基づき支払う料金のうち，
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基本料金及び通話に関する料金は料金月に従って計算します。

ただし，当社が必要と認めるときは，料金月によらず随時に

計算します。

８ 契約者は，料金及び工事に関する費用について，当社が定め

る期日までに，当社が指定する電話サービス取扱所又は金融機

関等において支払っていただきます。

ｂ 第１表 料金（項目抜粋）

第１ 基本料金

ｃ 第２表 工事に関する費用（項目等抜粋）

第１ 施設設置負担金

１ 適用

２ 施設設置負担金の額

加入電話（タイプ２に係る加入電話契約及び臨時加入電話

契約以外のものに限ります。）・単独電話

１契約者回線ごとに３６，０００円（税込価格３７，８

００円）

第２ 工事費

１ 適用

(1) 工事費の算定

工事費は，基本工事費と施工した工事に係る交換機等工

事費，屋内配線工事費及び機器工事費を合計して算定しま

す。

なお，ＩＳＤＮ約款（乙Ａ３，４）にも上記と同旨の条項がある（５３

条，５４条１，２項，料金表）。昭和６０年電話約款（甲Ａ４４）におい

ては，施設設置負担金３万６０００円ではなく工事負担金７万２０００円

として同旨の規定があった（１１９，１２０条１，２項，料金表）。また，
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平成８年電話約款（甲Ａ４５）においては，施設設置負担金７万２０００

円として同旨の規定があった（１０５，１０６条１，２項，料金表）。

(3) 被告ＮＴＴの料金体系に係る規制について

ア 総括原価方式（乙Ａ７，１９，２２，２４，丙Ａ７）

(ア) 概要

被告ＮＴＴ株式会社の設立に伴って制定された電気通信事業法（昭和

６０年４月１日施行）３１条（契約約款の認可等）により，施設設置負

担金等の電気通信サービス料金や提供条件の設定・変更は，国会の統制

から郵政大臣の認可事項となり，契約約款で定められることとなった。

同規定によれば，郵政大臣は，①料金が能率的な経営の下における適

正な原価に照らし，公正妥当なものであること，②料金の額の算出方法

が適正かつ明確に定められていること，③特定の者に対し不当な差別的

取り扱いをするものでないこと等が認可基準とされた（同法３１条２項

各号参照）。

昭和６１年３月１７日付けで採用された電気通信料金算定要領によれ

ば，料金は，サービス単位ごとに，能率的な経営の下における適正な原

価に適正な報酬を加えた総括原価を基礎として算定するものとされ（総

括原価方式），総括原価は，営業費，減価償却費及び諸税を合計した原

価に真実かつ有効な電気通信事業用資産の価値（レートベース）に報酬

率を乗じて算定された適正な報酬を加えて算定するものとされた。そし

て，料金体系は，コストを基礎として，利用者の負担能力，サービスの

効用，設備の有効利用，過去の沿革等を勘案して，社会的，経済的にみ

て合理的なものとなるように定めるものとされ，決定された料金体系を

もって算定した料金収入見込額は，総括原価と一致するものでなければ

ならないとされた。

(イ) 被告ＮＴＴについて
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被告ＮＴＴは，昭和６０年以降，平成１０年の電気通信事業法改正ま

で，上記の認可基準のもとで施設設置負担金を含めた料金設定について

認可を受けていた。

イ プライスキャップ制度

(ア) 概要（乙Ａ２４，丙Ａ８の１ないし３，弁論の全趣旨）

プライスキャップ制度（上限価格方式）とは，被告ＮＴＴ東西の利用

者向け料金を対象に，音声伝送役務と専用役務の区分ごとに，通常実現

することができると認められる水準の料金指数を基準料金指数として定

め，これを全体の料金水準の上限とする規制方式である。

この方式の下では，区分全体として，基準料金指数を超える料金の引

き上げは原則として認めず，また，基準料金指数以下の料金は届出のみ

で事業者が自由に設定できるものとされる。同届出には，料金の設定又

は変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明が要請されている。

上記基準料金指数は，総務大臣が，特定電気通信役務の種別（バスケ

ット）ごとに，能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の

経済事情を考慮したうえで，具体的には，消費者物価指数（ＣＰＩ）変

動率と，被告ＮＴＴ東西に期待される生産性向上見込率（Ｘ値）を勘案

して定められるものである。

(イ) 制度導入の経緯

平成１０年５月に公布された改正後の電気通信事業法において，導入

された。

その後，平成１２年３月にまとめられた「上限価格方式の運用に関す

る研究会」からの報告書（丙Ａ８の１）に基づいて，郵政省により生産

性向上見込率（Ｘ値：音声１．９パーセント，専用２．１パーセント）

が設定され，それを用いて基準料金指数が，電気通信審議会での諮問，

答申を経て，同年６月ころには策定された（丙Ａ８の１，８の２，弁論
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の全趣旨）。

特に，施設設置負担金等を必要とする加入者回線に係る音声伝送役務

については，サブバスケットとして独立した基準料金指数がとられ，Ｘ

値については，ＣＰＩと同じものと設定され，基準料金指数については，

１００と設定された。

基準料金指数については，３年ごとに検討されるものとされ，平成１

５年４月，平成１８年４月には，プライスキャップの運用に関する研究

会から報告書が上呈され，基準料金指数が見直されているが，平成１８

年に至るまでいずれも１００とされている。

なお，加入者回線に係る音声伝送役務についてのサブバスケットにつ

いては，平成１２年３月の報告では，収支状況が悪化している収支動向

を基に平成１４年度の収支を予測すれば，料金値上げを容認するような

Ｘ値となる可能性があること，会計上の実際の収支が施設設置負担金圧

縮後であることから，収支予測を算定すること自体が技術的に困難であ

ること等の理由から，Ｘ値を計算して求めて使用することは適当でない

（丙８の１）とされ，平成１５年４月の報告書でも，上記平成１２年の

報告書の整理に加え，ＩＰ電話という予測困難な要因もあることから，

平成１７年度までの期間についも，ＣＰＩをＸ値として運用することが

妥当とされた（丙８の２）。そして，平成１８年４月の報告書でも同様

に，「本研究会としてもＮＴＳコストの付替えによって回収すべき費用

が増加していることは認識しているものの，ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日

本の施設設置負担金に係る収支について，圧縮記帳前のデータが存在し

ないことから具体的なＸ値の算定を行うべき合理的な根拠を見出すこと

は困難であり，前回及び前々回同様，Ｘ値を消費者物価指数変動率とす

ることが適当と考えられる」とされている（丙８の３）。

また，平成１５年４月，平成１８年４月いずれの報告書においても，
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基本料や施設設置負担金等について検討が行われた場合には，見直しが

必要である旨も報告され，特に，平成１８年４月の報告書では，基本料

と通話料について各事業者の経営判断によって自由に組み合わせて設定

することが実態として可能になってきている状況下において，加入者回

線サブバスケットを独立して設定することの意義が低下している可能性

があるとして，同バスケットの取り扱いについては，施設設置負担金の

段階的な廃止等の検討課題に対する被告ＮＴＴ東西の動向を踏まえつつ

検討を行う必要があると明示している。

(ウ) 導入後の運用について

ａ 平成１２年６月２１日，同年１０月から１年間適用される基準料金

指数が通知された。それを踏まえ，被告ＮＴＴ東西から，同年８月３

１日，料金変更後の料金指数及びその算定根拠に関する説明を付して

料金変更届出書が郵政大臣に提出され，それが受理されたことから，

同年１０月１日から，同変更後の料金設定が実施された（乙Ａ２４，

２５の１の１，２５の２の１）。

ｂ その後も，平成１３年６月２８日，平成１４年６月２８日，平成１

５年６月３０日，平成１６年６月３０日，平成１７年６月３０日，平

成１８年６月３０日に，それぞれ郵政省ないし総務省から通知された

基準料金指数に基づいて，被告ＮＴＴ東西ともに各直近の料金指数が，

基準料金指数を下回る旨の届出を郵政大臣ないし総務大臣に提出し，

いずれも受理され，各年の１０月１日から変更後の料金設定が実施さ

れた（乙２５の１の２ないし７，乙２５の２の２ないし７，弁論の全

趣旨）。

(4) 施設設置負担金の会計上の扱い（乙Ａ２７の１の１ないし２７の３の４，

弁論の全趣旨）

ア 会計上の扱い
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被告ＮＴＴは，施設設置負担金として受領した額を建設費用の一部を賄

う料金として設定し，会計上，年度ごとに施設設置負担金として徴収した

額を契約者回線設備の新規取得資産額から控除する会計処理を行っている。

具体的には，加入者回線設置コストのうち建設費用に対して，施設設置負

担金を充当して，会計上圧縮記帳により，建設費用から施設設置負担金の

額を減額して，基本料をその分割安に設定している。

イ 被告ＮＴＴの有価証券報告書

被告ＮＴＴ株式会社について，昭和６０年度の有価証券報告書には，工

事負担金受入れによる電気通信線路設備の取得価額の圧縮記帳額として，

１２２３億６２００万円が記載されており，同様に昭和６１年度では，工

事負担金受入れによる市内線路設備の取得価額の圧縮記帳額として１２８

８億円，昭和６３年度では１４６５億６２００万円，平成元年度では１６

１０億８６００万円，施設設置負担金の受入れによる市内線路設備の取得

価額の圧縮記帳額として，平成２年度では１６０７億３００万円，平成３

年度では１６４４億８５００万円，平成４年度では１７１１億１９００円，

平成５年度では１６００億９５００万円，平成６年度では１３４７億３４

００万円，平成７年度では１３２１億５１００万円，平成８年度では１４

６６億４７００万円，平成９年度では１３４７億９８００万円，平成１０

年度では９６９億９５００万円，平成１１年度では５９０億２０００万円

が計上されている。

また，被告ＮＴＴ東西が分社された後も連結会計として，施設設置負担

金の受入れによる市内線路設備の取得価額の圧縮記帳額として，平成１２

年度では３９５億４３００万円，平成１３年度では３３０億２４００万円，

平成１４年度では１９６億１７００万円を計上している。

そして，被告ＮＴＴ東日本では，施設設置負担金による市内線路設備の

圧縮額として，平成１５年度では５４億０８００万円，平成１６年度では
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３３億０４００万円，平成１７年度では１６億３６００万円，平成１８年

度では７億４６００万円，被告ＮＴＴ西日本では，同様に平成１５年度で

は４８億１０００万円，平成１６年度では３０億６６００万円，平成１７

年度では１６億０８００万円，平成１８年度では７億２７００万円を計上

している。

(5) 電話加入権市場の売買価格について（乙Ａ５，９，１０）

電話加入権取引市場（東京）における売買価格は，昭和２０年から昭和５

０年ころまでは，市場価格が施設設置負担金（当時の設備料等）を大きく上

回っていたが，電話の積滞が解消し始めた昭和５０年ころから市場価格が施

設設置負担金（設備料等）の額をやや下回る６万円前後となり，加入電話純

増数が減少傾向となった平成３年ころから下落を始め，ＩＳＤＮを加えた固

定電話数が純減に転じた平成９年以降はさらに大きく下落した。すなわち，

平成７年３月で５万５０００円であったものが，平成８年３月では５万１０

００円，平成９年３月では４万３０００円，平成１０年３月では３万８００

０円，平成１１年３月では３万４０００円，平成１２年３月では３万８００

０円，平成１３年３月では３万５０００円，平成１４年３月では２万円，平

成１５年３月では２万１０００円，平成１６年３月では１万９０００円，平

成１６年１０月では１万１０００円であったと調査されている。

２ 争点１（電話加入者の有する権利・利益の性質・内容）について

(1) 原告らは，原告ら電話加入者においては，加入電話契約に基づいて加入

電話の提供を受ける権利（被告らのいう「電話加入権」）を有しているにと

どまらず，被告ＮＴＴに対して，支払った施設設置負担金に相当する金銭の

回収を求め得る金銭債権ないし返還請求権を有している旨主張し，あるいは

電話加入権は施設設置負担金相当額の金銭価値があることが保証されている

権利である旨を主張しているものと解される。

そこで，以下，電話加入者がいかなる権利・利益を有しているかについて
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検討する。

(2) 法令及び加入電話契約にいう電話加入権等について

ア 電話加入権について

(ア) 公衆電気通信法にいう電話加入権

「電話加入権」という文言を用いる法令は各種存在するが（例えば法

人税法２条２２号など），電話加入権の意義につき直接規定したものと

しては，公衆電気通信法（昭和２８年法律第９７号。なお，電気通信事

業法（昭和５９年法律第８６号）により廃止）が存在する。

すなわち，公衆電気通信法３１条は，「電話加入権（加入電話加入者

が加入電話加入契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供

を受ける権利をいう。以下同じ。）」と規定して，電話加入権の意義を

明らかにしている（丙Ａ２）。

(イ) 加入電話契約にいう電話加入権

また，加入電話契約の内容を定める電話約款について検討すると，電

話約款上，電話加入権の意義に関わるものとして，認定事実(2)アのと

おりの規定が存在するものと認められ，それによれば，「電話加入権」

とは，加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいうもの

（電話約款２１条１項）ということができる。これは，上記公衆電気通

信法３１条の規定ともほぼ一致するものである。

なお，電話約款２１条５項の規定に照らせば，譲渡することができな

いタイプ２，すなわちライトプランについても電話加入権の存在するこ

とが観念されていることが明らかであって，電話約款にいう電話加入権

については，譲渡性の有無は要件となっていないということができる。

(ウ) したがって，法令及び加入電話契約にいう電話加入権とは，加入電

話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利，すなわち非金銭債権た

る財産権であるということができる。
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イ 施設設置負担金等について

(ア) 施設設置負担金の系譜

原告らは，電話加入権をもって施設設置負担金に相当する金銭債権で

あるとか，施設設置負担金の返還請求権を有している等と主張するので，

ここで施設設置負担金について検討する。

認定事実（(1)ア(ウ)，エ，キ，ケないしシ，セ，ソ，フ）のとおり，

現在電話約款上に定められている施設設置負担金は，かつては電信電話

料金法において装置料（当初１５００円，その後，４０００円に値上げ

された。）として定められていたが，その後，公衆電気通信法における

装置料（４０００円），同法における設備料（当初は１万円であったが，

３万円，５万円，８万円と順次変更された。），電話約款における工事

負担金（７万２０００円），電話約款における施設設置負担金（当初７

万２０００円であったが，後に３万６０００円に変更された。）と，根

拠法令や名称，金額を変更して現在に至っているものと認められる（原

告は，加入時の金銭負担について電話設備負担金ないし電話加入権料と

呼称するが，以下では，特にことわりがない限り，約款の記載に従い

「施設設置負担金」と呼称する。）。

(イ) 電話約款の規定

ａ 施設設置負担金に関連する電話約款の規定としては，認定事実(2)

イのとおりの規定が存在するところ，これによると，施設設置負担金

については，以下の点が認められる。

① 料金表上，工事に関する費用の一つとして位置づけられており，

基本料金や通話に関する料金などとは別個のものであるということ

ができる。このことは，「施設設置負担金」という名称，(ア)で述

べ

たかつての「装置料」「設備料」「工事負担金」といった名称とも
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整合するということができ，基本料金や通話に関する料金が月額払

いとされているのに対し，施設設置負担金が契約の成立時に支払う

べきものとされていることにも沿うものである。

② また，同じく工事に関する費用の一つとして規定されているもの

として工事費があるが，工事費は，具体的に施工された工事費用に

よって負担額が変動するのに対し，施設設置負担金は，具体的に施

工された工事等にかかわらず，電話加入者一律に，一定（現在は１

契約者回線ごとに３万６０００円）の負担を要するものとされてい

るという特徴がある。

ｂ また，電話約款７４条本文によると，電話加入者は，加入電話契約

の申込みをし，その承諾を受けたとき，すなわち加入電話契約が成立

したときには，施設設置負担金の支払をすることとされているが，

「ただし，契約者回線の設置工事の完了前に加入電話契約の解除があ

った場合には，この限りでない」，すなわち施設設置負担金の支払を

要せず，既に施設設置負担金が支払われているときはこれを返還する

ものとされている（同条但書）。

上記のような規定の体裁に照らすと，電話約款においては，７４条

但書以外の場合（例えば工事完了後に契約解除があった場合など）に

は，既に支払われた施設設置負担金については返還しないとしている

と解するのが相当である（この点につき，甲Ａ第４３号証（ｂの意見

書。以下「ｂ意見書」という。）には異なる見解が示されているけれ

ども，一般的に，本文の記載に対して，但書きは例外的な場合を規定

した趣旨と解するのが相当であるから，採用することはできない。）。

(ウ) 以上によれば，加入電話契約上，施設設置負担金は，電話加入者が，

契約時に実施された具体的な工事の程度いかんにかかわらず，契約成立

時に一律に負担すべき，敷設された電話施設の工事に関する費用の一部
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であって，工事完了前に契約解除がされた場合を除いては電話加入者に

返還されることはないものということができる。

なお，施設設置負担金の具体的な使途は加入電話契約あるいは電話約

款自体からは不明であるが，認定事実（(1)ト，ヒ，(4)）によると，被

告ＮＴＴの市内交換局ビルから電話加入者宅内までの加入者回線設備の

建設費用の一部として用いられてきたものと認められ（甲Ａ４，乙Ａ５，

６），これを覆すに足りる証拠はない。

ウ 法令及び加入電話契約にいう電話加入権

以上によると，法令及び加入電話契約にいう電話加入権とは，加入電話

契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利，すなわち非金銭債権たる財

産権であって，施設設置負担金とは別の概念であると認められる。

そして，法令及び加入電話契約上，被告ＮＴＴに対して支払った施設設

置負担金に相当する金額の金銭債権ないし施設設置負担金返還請求権を認

めることはできず，電話加入権が，施設設置負担金相当額の金銭価値があ

ることが保証されている権利であるということもできない。

エ 原告の主張について

(ア) この点に関し，原告らは，各種法令等において電話加入権が財産権

で

あることが認められている旨を主張する。確かに，例えば法人税法２条

２２号は，「固定資産 土地（土地の上に存する権利を含む。），減価

償却資産，電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。」と規

定し，電話加入権を固定資産，すなわち財産権の一種として規定してい

るものと認められる。

しかしながら，非金銭債権であっても，一定の財産的価値を有する場

合はあり得るところであり，原告ら指摘の各種法令は，従前電話加入権

に取引市場が形成されていた実態を踏まえ，電話加入権が社会実態とし
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て相応の価値があるものとして評価され得ることを示すということはで

きても，電話加入権が金銭債権であることや，一定の金銭価値を有する

ことが保証されていることなどを意味するものとは言えず，原告らの主

張は採用することができない。

なお，原告らは企業会計上，電話加入権につき，施設設置負担金の額

が非減価償却の無形固定資産として資産計上されてきた旨も主張する。

しかしながら，このことも，従前，電話加入権に一定の価値が形成さ

れ，維持されていた実態を踏まえてそのように扱われていたことを示す

に過ぎず，この主張も同様に採用することができない。

(イ) また，原告らは，電話加入権質に関する臨時特例法（昭和３３年法

律第１３８号）が制定されたことによって電話加入権が法的に財産的価

値のある債権として認知された旨を主張する。

しかしながら，質権（民法３４２条以下）が設定できる債権は金銭債

権に限られるわけではなく，譲渡性があり交換価値があれば質権設定は

可能と解されているから，電話加入権に質権を設定することが認められ

たからといって，電話加入権が金銭債権としての側面を有することには

ならず，また一定の金銭価値を有することが保証されていることを意味

するものとも言えない。

(ウ) さらに，原告らは，電話加入者が施設設置負担金等の返還を受けら

れることの根拠として，電話加入権質に関する臨時特例法１２条が，施

設設置負担金等の返還があり得ることを前提として当該返還金に対する

物上代位を認めていることを指摘する。

しかしながら，同法１２条１項は，「会社（注：電電公社のこと）は，

質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合において，

当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭（以下「返還金」とい

う。）があるときは・・・その返還金を供託しなければならない。」と
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規定するのみで（認定事実(1)ク），解除の際に施設設置負担金相当額

の支払がされなければならない旨を規定したものではないから，この規

定をもって，電話加入者が金銭債権ないし返還請求権を有していること

の根拠とすることはできない。

(エ) なお，原告らは，甲Ａ第４３号証（ｂ意見書）に基づいて，電話約

款７４条但書は契約者回線の設置工事完了前の解除の場合には原状回復

として施設設置負担金を返還するという当然のことを注意的に定めたの

みであり，契約者回線の設置工事完了後であっても施設設置負担金の返

還等がされるか否かは明確にされておらず，電話約款の解釈上，施設設

置負担金の返還請求をすることができないということにはならない旨主

張する。

しかしながら，電話約款においては，７４条但書以外の場合には，施

設設置負担金の支払を要し，既に支払われた施設設置負担金について返

還しない旨を定めていると解されることはイ(イ)ｂで述べたとおりであ

る。

また，電話サービス契約は継続的契約であるから，ここでいう解除は

解約告知であり，原状回復義務は従前の債務を遡及的に消滅させること

なく，将来に向かって効力が生じるものと解されるところ，上記のとお

り，施設設置負担金は，敷設された電話施設の工事に関する費用の一部

として契約成立時に支払われるものであるから，施設設置負担金の支払

が完了し，工事も完了すれば，電話加入者の債務も被告ＮＴＴの債務も，

いずれも履行され消滅したこととなると解される。そうすると，契約成

立時に支払われた施設設置負担金については，工事完了後においては，

解除（解約告知）があったからといって返還されると解することはでき

ないものというべきであって，電話約款７４条が，工事完了前に解除が

あった場合には施設設置負担金の返還をする旨規定したのも，上記の理
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解に整合するものと解される。

ｂ意見書は，施設設置負担金が工事の費用ではないとの前提で立論し

ているものと解されるが，上記のとおり，施設設置負担金は，敷設され

た電話施設の工事に関する費用の一部として支払われるものということ

ができるから，その前提を欠き，採用することができない。

オ 小括

以上によれば，法令及び加入電話契約上，電話加入権とは，加入電話契

約に基づいて加入電話の提供を受ける権利，すなわち非金銭債権たる財産

権を言うと解され，施設設置負担金相当額の金銭価値があることが保証さ

れている権利であるとか，被告ＮＴＴに対する施設設置負担金に相当する

金銭債権ないし返還請求権であると言うことはできない。

(3) 電話加入者が，法令及び加入電話契約上の電話加入権以上の権利を有す

るか

電話加入者は法令及び加入電話契約に基づいて権利義務を有するのである

から，通常は，法令及び加入電話契約において定められた権利以外の権利を

有することはないはずである。

これに対し，原告らは，電話加入権をめぐる歴史的経過等，具体的には，

①被告ＮＴＴによる資金調達と投下資本回収についての説明によって形成さ

れた電話加入権の社会実態，②電電債との実質的同一性，③第二次世界大戦

後，電話加入権を没収された者に補償が行われたことなどを挙げて，電話加

入者は電話加入権以上の権利ないし利益を有しており，あるいは本来有すべ

きである旨を主張しているものと解される。

しかしながら，以下のとおり，原告らの主張には理由がない。

ア 社会実態としての電話加入権について

(ア) 原告らは，被告ＮＴＴが電話加入権を都合のよい資金調達手段とし

て
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用いてきた上，電話加入権につき資産価値のある「財産になる」から施

設設置負担金を支払っても電話を付ける価値がある，電話がいらなくな

れば売却もできるなどと説明して新規加入者を勧誘してきたこと，電話

加入者の側はこのような被告ＮＴＴの説明を信用し，投下資本を回収で

きるからこそ納得して施設設置負担金を支払ってきたことなどを挙げて，

これらの事情によれば，電話加入者には被告ＮＴＴに対し，施設設置負

担金に相当する金銭債権ないし返還請求権が認められ，あるいは電話加

入権につき施設設置負担金に相当する価値が保証されるべき旨を主張す

る。

そして，確かに，平成６年３月ころに，再編前の被告ＮＴＴ株式会社

の富山県高岡支店において配布されたパンフレットに，「いつまでも大

切な財産になる」という文言が記載されていたこと（乙Ａ１７），平成

１６年６月１５日には，日本消費者連盟から，「アンケート調査によれ

ば６５パーセントの人が設置負担金と電話加入権の区別ができておらず，

返金されると信じている人も多い」と指摘されていること（甲Ａ１４），

原告らの多くが，電話加入権を財産であると考えており，被告ＮＴＴか

ら譲渡や質入れのできる価値のあるものであるとの説明を受けていたこ

と（甲Ｂ１ないし１７１の各１）が認められる，

しかしながら，①上記パンフレットには，「電話の権利は，引っ越し

ても，時代が過ぎても，ずっと使える」と書いてあるにとどまり，施設

設置負担金相当額の返還を求め得る権利であるとか，施設設置負担金相

当額の価値が保証されている権利であるなどとは書かれていないこと

（乙Ａ１７），②電話加入権が，当時，譲渡性のある財産権であったこ

とは間違いなく，社会実態上の交換価値を有するものとして扱われてい

たことからすれば，「財産になる」，「売却もできる」と説明したこと

が誤りとは言えないこと，③施設設置負担金の返還を受けられると誤信
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している者がいるとしても，そのことが返還請求権を認める根拠とはな

り得ないこと，④従来，電話加入権価格は需給関係によって変動してお

り，施設設置負担金の額と完全に一致していたわけでなく，そのことは

電話加入者においても認識し得たと考えられることに照らせば，電話加

入者らにおいて，電話加入権に施設設置負担金相当額の価値があると考

えたとしても，それは事実上の期待にとどまるものと判断せざるを得な

いことからすれば，施設設置負担金に相当する金銭債権ないし返還請求

権が認められ，あるいは電話加入権につき施設設置負担金に相当する価

値が保証されると解することはできない。

(イ) なお，原告らは，電話加入権の社会実態上の交換価値ないし市場価

値について，被告ＮＴＴ自らが当該市場価値が下がるきっかけを創り出

して電話加入権相場をコントロールしていた旨も主張する。

しかしながら，この点，証拠（乙Ａ５，９，１０）によれば，電話加

入権市場は，おおむね認定事実(5)のとおり変動しており，全体として

下落傾向を示しているということはできるものの，例えば平成９年７月

７日のＩＮＳネット６４・ライトの開始（認定事実(1)テ）や平成１２

年のドライカッパ開放に基づく他事業者によるサービスの開始（同(1)

ニ），平成１４年２月１２日の加入電話ライトプランの開始（同(1)

ノ）等の前後で顕著な市場価格の下落が認められるというわけではない

ことが認められる。そしてほかに被告ＮＴＴの意向等によって市場価格

が左右されていると解することができるような事情が見当たるわけでも

ない。

そうすると，電話加入権の市場価格に，被告ＮＴＴの施策が反映して

いた一面があることは否めないけれども，結局は，通常の市場と同様に，

周囲の社会，経済情勢を反映して，需要と供給のバランスによって価格

が形成されていたと考えるのが相当であり，被告ＮＴＴにおいて，市場
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価値をコントロールしていたと認めることはできない。

イ 電電債の実質的同一性について

原告らは，施設設置負担金と負担金が実質的に同一であり，かつ，負担

金と電電債が実質的に同一であるとして，電電債と同様に施設設置負担金

についても金銭の返還がされるべきであると主張するものと解される。

(ア) 負担金と装置料・施設設置負担金との異同

しかしながら，２(2)イ(ア)で述べたとおり，施設設置負担金は電信

電話

料金法で定められていたかつての装置料に相当すると認められるところ，

認定事実（(1)エ）のとおり，負担金（３万円）は，第二次世界大戦後

における電話の復旧や増設の促進のために制定された時限立法である電

話設備費負担臨時措置法に基づいて，昭和３５年４月に廃止されるまで

の一時期のみ，上記装置料とは別に支払が義務づけられたものである。

以上によれば，負担金は戦後復興期における特殊な負担というべきで

あって，これを装置料，ひいては施設設置負担金と同一視することはで

きない。

(イ) 電電債と負担金との異同，電電債と装置料・施設設置負担金との異

同

また，電電債は，認定事実（(1)カ）のとおり，当初は電話設備費負

担臨時措置法の一部を改正する法律によって，装置料（４０００円），

負担金（３万円）とは別に引受が義務付けられたものであり（６万円），

負担金と同一の法律を根拠とし，もともとは戦後復興期における電話の

復旧や増設の促進を目的としたものであった。しかしながら，電電債に

ついては，利子を付けて償還する債券として，負担金とは明らかに異な

る法律構成によっていたこと，電電債は，負担金が廃止された昭和３５

年４月以降も電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律に基づ
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いて制度が存続されているのであって，電電債と負担金とを同一視する

こともできないというべきである。

そして，上記のとおり，電電債と装置料とは別個の法律に基づいて別

個に支払が義務付けられており，支払額も大きく異なっていたこと，法

律構成を全く異にすることなどに照らすと，電電債と装置料，ひいては

施設設置負担金とを同一視することもできない。

(ウ) 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法３２条について

なお，原告らは，電電債と施設設置負担金の性質が実質的に同一であ

ることの根拠として，有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法（昭和

２８年７月３１日法律第９８号）３２条において，加入電話の増設を申

し込んだ者等から負担金を徴収した場合には，後で電電債を交付しなけ

ればならないと定められていることを挙げる。しかしながら，同条１項

は，加入電話のうち構内交換電話，すなわち交換設備（通話の接続の全

部又は一部が手動的に行われるものに限る。）及びこれにより接続され

る電話機並びにその交換設備と局交換設備との間の電話回線からなるも

の（公衆電気通信法２６条１項４号・丙Ａ２参照）の加入者等に対して，

電電債を交付するか，又は加入電話の増設機械たる交換機等の設備を無

償譲渡するかのいずれかを行わなければならない旨を規定したものであ

り，増設機械たる交換機等の設備を要する特殊な場合について定めたも

のと解され，電電債と施設設置負担金の性質が実質的に同一であること

の根拠とすることはできない。

(エ) 小括

したがって，施設設置負担金と電電債とを実質的に同一視することは

できず，施設設置負担金につき電電債と同様に金銭の返還を受けられる

と解することはできない。

ウ 第二次世界大戦後，電話加入権を没収された者に補償がされたことにつ
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いて

原告らは，第二次世界大戦における敗戦後，連合国財産の返還等に関す

る件（昭和２１年勅令第２９４号）及び連合国財産の返還等に伴う損失の

処理等に関する法律（昭和３４年法律第１６５号）に基づき，連合国から

戦時中に没収した電話加入権を連合国に返還し，その際，返還すべきもの

として没収された電話加入権の所有者（日本国民）に対して金銭補償を行

ったのであるから，本件においても，電話加入権につき金銭補償がされて

しかるべきであると主張する。

しかしながら，上記の件は，電話加入者が電話加入権（加入電話契約に

基づいて加入電話の提供を受ける権利）そのものを没収され，そのことに

つき補償がされたものと解されるのであって，電話加入者において電話加

入権を保持し続けている本件とは前提を異にすることが明らかであり，こ

れらを同列に論じる原告らの主張は採用することができない。

エ その他，原告らは，被告ＮＴＴ保有の電気通信網は，電話加入者の負担

で作られた共有財産と言うべきであり，電話加入者に対する返還義務があ

る等，種々の主張をするが，いずれも施設設置負担金相当額の金銭債権な

いし返還請求権の発生を根拠付けるものとは言えず，採用することはでき

ない。

(4) 小括

以上のとおりであるから，電話加入者は電話加入権，すなわち加入電話契

約に基づいて加入電話の提供を受ける権利（非金銭債権たる財産権）を有す

るにとどまり，これを超えた権利ないし利益，例えば施設設置負担金相当額

の金銭債権ないし返還請求権を有するとはいえないし，電話加入権が施設設

置負担金相当額の価値を有するものとして保証されているということもでき

ない。

３ 争点２(1)ア（適正料金設定義務違反）について
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(1) 原告らは，①電話積滞解消時点，②電電債廃止時点，③ＩＮＳネット６

４・ライト認可時点，④ドライカッパ開放時点，⑤加入電話ライトプラン認

可時点，⑥施設設置負担金を半額にする約款の変更をした時点の各時点以後，

施設設置負担金の徴収が不適正・不合理になったことを前提として，被告Ｎ

ＴＴには，これらの各時点において，これらを踏まえた適正な料金システム

に改める法的義務を負っていた旨を主張する。

しかしながら，以下のとおり，原告らの主張は理由がない。

(2)ア ①電話積滞解消時について

原告らは，電話の積滞が解消した時点で施設設置負担金の徴収が不適正

・不合理となった旨主張する。

確かに，契約者回線設備の構築にあたっては，契約者の申込の度に繰り

返し敷設工事を実施することは経済的でないため，将来の需要を勘案しつ

つ，予めある程度のまとまった単位で先行して敷設工事を実施しており，

それにより，実際に新規に契約し電話を利用開始する際には，事前に敷設

された電話ケーブルを利用することによって，すぐに電話の使用が可能と

なっている事態が存することは，被告ＮＴＴも認めるところである。

しかしながら，前記認定のとおり，施設設置負担金とは，契約時に実施

された具体的な工事の程度いかんにかかわらず，敷設された電話施設の工

事に関する費用の一部として支払われるものをいい，実際にも被告ＮＴＴ

の市内交換局ビルから電話加入者宅内までの加入者回線設備の建設費用の

一部として用いられてきたものと認められるところ，被告ＮＴＴにおいて，

過去にまとめて行った工事に係る費用について既に回収済みであると認め

るに足りる証拠はない。また，電話積滞，すなわち電話を申し込んでもす

ぐに電話が開設されない申込繰越の状態が解消されても，それは，電話加

入申込をした者が順番待ちをすることなく，すぐに電話開設ができるよう

になったことを意味するにとどまり，新規需要者に対応するため，契約者



80

回線設備のエリアの面的拡大を行う必要がある場合が存することも認めら

れる（認定事実(1)ト）。そして，契約者回線設備の投資額は，平成１６

年１２月のパンフレットにおいて，なお１回線当たり約１６万円であると

説明されていること（乙Ａ５，６）からすれば，既設のケーブルを利用す

ることによってすぐに電話の利用が可能となる事態が生じていたとしても，

電話加入者に対して，既設及び新設の電話施設の工事費用相当額の負担を

求める必要がなくなったことを示すものとはいえない。

そうすると，新規需要者に対し，予め実施済みの敷設工事に関する費用

又は新設の費用の負担を求めることが不合理とは認められないのであり，

電話積滞の解消をもって施設設置負担金の徴収が不適正・不合理となった

とする原告らの主張は採用することができない。

イ ②電電債廃止時について

原告らは，電電債と施設設置負担金が実質的に同一であることを前提に，

電電債が廃止された後に施設設置負担金を徴収し続けたことが不適正・不

合理であった旨を主張する。

しかしながら，前記認定のとおり，電電債は，電話設備費負担臨時措置

法の一部を改正する法律によって，戦後復興期における電話の復旧や増設

の促進を目的として設けられ，昭和５８年に廃止されたものであり，利子

を付けて償還する債券であるから，施設設置負担金とは明らかに異なるも

のである。

したがって，電電債と施設設置負担金を実質的に同一視することはでき

ず，電電債が廃止されたからといって，施設設置負担金も廃止すべきであ

るとか，必要性がなくなったということはできない。

ウ ③ＩＮＳネット６４・ライト認可時

原告らは，ＩＮＳネット６４・ライトの認可時には施設設置負担金の徴

収が不適正・不合理となったと主張する。
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しかしながら，これは施設設置負担金の支払を不要とした料金プラン

（ライトプラン）ではあるものの，他方で月々の基本料に一定額（月々６

４０円）を加算しているものと認められる（認定事実(1)テ）。そして，

当時，固定電話需要の減少に伴って，新規契約時の初期負担の軽減による

需要喚起を図る必要性から，施設設置負担金の支払を不要とする料金プラ

ンを設ける合理性があったこと，施設設置負担金相当額は，上記基本料加

算額で賄うことにより利用者間の公平性が図られていることからすれば，

この料金プランが導入・認可されたことをもって，施設設置負担金の必要

性が失われ，その徴収が不適正・不合理となったということはできない。

エ ④ドライカッパ開放時について

原告らは，ドライカッパの開放により，加入当初の資金負担を不要とす

る料金体系を設定する他事業者が登場したにもかかわらず，被告ＮＴＴ東

西がなお施設設置負担金を徴収することが不公平である旨主張する。

しかしながら，仮に他事業者が施設設置負担金に相当する金員の支払を

要しない料金プランを導入したとしても，これと被告ＮＴＴ東西の料金プ

ランを単純に対比することはできないし，その一事をもって，被告ＮＴＴ

東西において施設設置負担金の徴収が不適正・不合理になるということも

できない。したがって，この点の原告らの主張は採用することができない。

オ ⑤加入電話ライトプラン認可時について

原告らは，加入電話ライトプランの認可時には施設設置負担金の徴収が

不適正・不合理となったと主張する。

しかしながら，このプランが，施設設置負担金の支払を不要とした料金

プラン（ライトプラン）ではあるものの，他方で月々の基本料に一定額

（月々６４０円）を加算して（認定事実(1)ノ），施設設置負担金分はこ

の加算額によって利用者間の公平性を図っていることはＩＮＳネット６４

・ライトと同様であり，これら料金プランが導入・認可されたことをもっ
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て，施設設置負担金の必要性が失われ，その徴収が不適正・不合理となっ

たということはできない。

カ ⑥施設設置負担金を半額にする約款変更をした時点について

原告らは，被告ＮＴＴ東西が，施設設置負担金の額を１回線当たり７万

２０００円から３万６０００円の半額とする旨の約款変更をした時点にお

いて，施設設置負担金の徴収は不適正・不合理となった旨主張する。なお，

原告らの主張の趣旨は判然としないところもあるが，この約款変更の時点

において，変更前の施設設置負担金を支払った電話加入者に対して配慮し

た制度（例えば施設設置負担金の一部に相当する金員を返還するなど）を

導入すべき法的義務があった旨もあわせて主張しているものと解される。

そこで検討すると，総務省情報通信審議会が平成１６年１０月１９日付

けで本件答申を出していること，本件答申においては，①固定電話の契約

者数が減少傾向にあり，加入者回線設備の新規投資も減少し，前払いとい

う形で加入者回線設備の投資資金を調達する意味が低下してきたこと，②

施設設置負担金を見直したからといって，電話加入権が消滅するわけでは

ないこと，③合理的な理由をもって施設設置負担金の見直しを行った結果，

既存の電話加入者と新規の電話加入者とで費用負担に差異が生じることは，

不当な差別的取扱いに当たるとは言えないと考えられること，④被告ＮＴ

Ｔ東西以外の事業者は加入時に施設設置負担金を徴収する必要がなく，し

たがって，被告ＮＴＴ東西にとっては，競争対抗上の観点から，できる限

り早期に見直しを実施する必要性が高まってきたこと，⑤既存加入者や関

連市場等に対し一定の配慮（例えば，十分な周知及び実施までの期間を取

り，段階的に実施）を行うことが必要などとされていることなどが指摘さ

れたこと（認定事実(1)ハ），被告ＮＴＴ東西が，平成１６年１２月のハ

ローインフォメーションに本件答申の概要等を掲載するなどした上で施設

設置負担金の見直しについてのお知らせをしていること（同(1)ヒ）に照
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らすと，被告ＮＴＴ東西は，本件答申の内容を踏まえて，電話約款を変更

し，施設設置負担金を従来の半額に引き下げたものと解される（同(1)

フ）。そして，本件答申にもあるとおり，被告ＮＴＴ東西においては，近

年，携帯電話やＩＰ電話が登場し，固定電話の契約者数が減少傾向にある

ほか，電話加入者にとって施設設置負担金が負担となっていると推測され

るなど，固定電話をとりまく状況が変化してきたことを前提に，他事業者

との競争対抗上の観点も踏まえて，電話約款を変更して施設設置負担金の

半額化に踏み切ったものと認められるのであって，そこには一定の合理的

な理由があるということができる。そうすると，この電話約款変更が不適

正・不合理であるということはできず，また，本件答申が，段階的実施等

の配慮を求めていることに照らせば，変更後の施設設置負担金を半額化し

たことについても不適正・不合理であるということはできない。

加えて，既に述べたとおり，既存の電話加入者は，電話加入権（加入電

話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利）を有するにとどまり，こ

れを超えた権利ないし利益を有するとはいえないし，電話加入権が施設設

置負担金相当額の価値を有するものとして保証されているということもで

きないのであるから，被告ＮＴＴ東西において，上記の約款変更の際に電

話加入者に対して施設設置負担金の一部に相当する金員を返還するなどの

配慮をすべき法的義務を負っているということもできない。

キ 施設設置負担金の適正について

原告らは，そのほかにも様々な事情を挙げて施設設置負担金の額が適正

でない旨を主張するが，原告らの主張を裏付ける的確な証拠はない。

かえって，①被告ＮＴＴ提出に係る乙Ａ第２０号証（「第１種総合ディ

ジタル通信サービス契約・タイプ２の提供に係る認可に際し，貴省から講

じることとされた事項に対する措置について」と題する書面）によれば，

平成８年度末現在で，施設設置負担金に対応する１回線当たりの増設資産
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額は１２万６０００円ないし１２万９０００円を要しているなどとされて

いること（認定事実(1)ト），②同じく乙Ａ第５，６号証（ハローインフ

ォメーション）においても，施設設置負担金が充当される加入者回線設備

の１回線当たり投資額は約１６万円とされていること（同(1)ヒ），③こ

れらの数値の具体的な計算方法・計算根拠は明らかとされていないものの，

被告ＮＴＴは有価証券報告書上も工事負担金ないし施設設置負担金の受入

れによる電気通信線路設備の取得価額の圧縮記帳額として相応の額を計上

していること（認定事実(4)），④施設設置負担金を含めた被告ＮＴＴの

料金体系は，総括原価方式やプライスキャップ制度の下においてそれぞれ

認可を受け，あるいは料金指数が基準料金指数を超えないとして認可を要

しないものとされてきたこと（認定事実(3)）に照らすと，電話加入者に

対して施設設置負担金の支払を求める理由がないとか，施設設置負担金の

額が適正でないということはできない。

(3) 小括

以上のとおり，被告ＮＴＴが適正料金設定義務に違反したということはで

きない。

４ 争点２(1)イ（電話加入権料返還規定整備義務違反）について

(1) 原告らは，①被告ＮＴＴが電話加入権の交換価値を動機付けとして，電

話加入者に施設設置負担金の支払を強制し，電話網の設備費用を調達してき

たこと，②施設設置負担金の支払は実質的に電電債の購入と同一視できるこ

と，③連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律や電話設備費負

担臨時措置法には一定の返還規定があったことなどを根拠に，被告ＮＴＴに

は電話約款に施設設置負担金の返還規定を整備すべき法的義務がある旨主張

する。

(2) しかしながら，被告ＮＴＴが電話加入権の交換価値を動機付けとして施

設設置負担金の支払を強制したと認めるに足りる証拠はない。平成６年３月
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ころに，再編前の被告ＮＴＴ株式会社の富山県高岡支店において配布された

パンフレットに，「いつまでも大切な財産になる」という文言が記載されて

いたこと（乙Ａ１７）は前記認定のとおりであるけれども，上記パンフレッ

トには，「電話の権利は，引っ越しても，時代が過ぎても，ずっと使える」

と書いてあるにとどまり，施設設置負担金相当額の交換価値が保証されてい

る権利であるなどとは書かれていないこと（乙Ａ１７）に照らせば，これを

もって，電話加入権の交換価値を動機付けとして施設設置負担金の支払を強

制したと評価することはできない。

また，電電債と施設設置負担金とを実質的に同一視して論じることができ

ないこと，連合国への財産返還に伴い，財産権を没収された者に対して補償

がされた件と電話加入権そのものが失われたわけではない本件とは前提を異

にすることは既に述べたとおりである。

(3) したがって，被告ＮＴＴに電話約款に施設設置負担金の返還規定を整備

すべき法的義務があるとは認められない。

５ 争点２(1)ウ（電話加入権の価値維持ないし填補義務違反）について

(1) 原告らは，①被告ＮＴＴが電話加入権の譲渡により実質的に投下資本を

回収する道を認めてきたこと，②電話加入権の財産性を前提とした各種法令，

会計上の定めがあること，③これらを前提に，電話加入者は，電話加入権譲

渡により投下資本を実質的に回収できると期待し，被告ＮＴＴもかかる期待

を前提に電話加入の勧誘を行っていたことなどを挙げて，被告ＮＴＴにおい

ては，上記期待に沿うように，電話加入の価値を実質的に維持するか，若し

くは市場価値が維持されない場合には電話加入者に対し実質的価値を補償す

る信義則上の義務がある旨主張する。

(2) この点について，法令ないし電話約款上，電話加入権の譲渡が認められ，

被告ＮＴＴもこれを容認しており，社会実態とし電話加入権が相応の市場価

格で譲渡されていたことは前記認定のとおりである。したがって，電話加入
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者の中には，そのことから，電話加入権の譲渡によって投下資本の回収が得

られるものと期待した者もいるかと思われる。

しかしながら，従前から，電話加入権価格が，需給関係によって変動して

いたことに照らせば，電話加入者らにおいて，電話加入権に施設設置負担金

相当額の価値があると考えたとしても，それは事実上の期待にとどまるもの

と判断せざるを得ないことも前示のとおりである。したがって，これらの事

情をもって，電話加入権が金銭債権であるとか，一定の金銭価値が保証され

ているなどということはできず，被告ＮＴＴにおいて，上記期待に沿うよう

に，電話加入の価値を実質的に維持するか，若しくは市場価値が維持されな

い場合には電話加入者に対し実質的価値を補償する信義則上の義務が生じる

と解することはできない。

よって，原告らの主張は理由がない。

６ 争点２(1)エ（損害填補措置義務違反）について

(1) 原告らは，保険契約の規定である商法６５４条，６４６条に則して，被

告ＮＴＴを保険者，電話加入者を保険契約者と見立て，施設設置負担金徴収

の必要性・合理性や電話加入権の財産的価値あるいは譲渡による投下資本回

収の道が失われたときには，被告ＮＴＴは施設設置負担金の全部又は一部を

電話加入者に返還しなければならない旨主張する。

しかしながら，前示のとおり，施設設置負担金は，既に現実に発生した工

事に関する費用の一部を負担するためのものであって，保険契約において，

将来一定の危険が生じないことになった場合に，保険料を減額する商法６５

４条，６４６条とは前提を異にする。

また，電話加入者は電話加入権を有するにとどまり，当該電話加入権につ

き一定の金銭価値が保証されているものではないうえ，電話加入者は，電話

加入権をなお保持しているのであるから，電話加入者に損害があったとはい

えず，被告ＮＴＴにおいて損害填補として施設設置負担金の全部又は一部を



87

電話加入者に返還しなければならないと解することもできない。

(2) さらに，原告らは，①施設設置負担金が電電債と実質的に同一視できる

こと，②被告ＮＴＴが一方的に約款変更等を行ったことによって電話加入権

譲渡による投下資本回収の道が閉ざされたことなどを挙げて，民法上の不当

利得の規定の根底にある公平の原理及び利益衡量により，被告ＮＴＴは電話

加入者に対して，損害を填補すべき信義則上の義務があるとも主張する。

しかしながら，①繰り返し述べているとおり，施設設置負担金と電電債と

を実質的に同一視することはできないし，②電話加入権の市場価格は需要と

供給のバランスによって形成されているものであり，被告ＮＴＴにおいて電

話加入権相場あるいは電話加入権の市場価格をコントロールしていたものと

は認められないから，被告ＮＴＴが一方的に約款変更等を行ったことによっ

て電話加入権譲渡による投下資本回収の道が閉ざされたということはできな

い。

(3) 以上のとおりであるから，被告ＮＴＴにおいて損害填補措置義務を負う

ということはできない。

７ 争点２(1)オ（説明義務違反）について

(1) 原告らは，被告ＮＴＴには，施設設置負担金を徴収する理由を説明すべ

き義務があると主張する。また，電話加入者が新規加入契約又は電話加入権

譲受契約を締結する際には，施設設置負担金は基本料の一部であり返還しな

いこと，電話加入権の価値は市場によって決定され，被告ＮＴＴが関与する

ものではないことなどについてそれぞれ説明を行う義務があった旨主張する。

まず，施設設置負担金を徴収する理由の説明義務については，施設設置負

担金が電話施設の工事に関する費用の一部として位置づけられていることは

その名称からも，約款からも明らかであり，説明義務は果たされているもの

ということができる。そして，これに加え，平成１６年１２月のハローイン

フォメーション（乙Ａ５，６）等において，施設設置負担金が敷設された電
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話施設の工事費用の一部に充てるものとして必要であるということは既に被

告ＮＴＴによって説明済みであり，それ以上の具体的財務状況等についての

詳細な説明をすべき義務については，これを根拠付けるだけの事実を認める

ことができない。

また，施設設置負担金が基本料の一部であることを説明すべきとする主張

については，電話約款上，施設設置負担金は基本料と別個に定められており，

基本料の一部でないことは明らかであるから，原告らの主張は採用すること

ができない。そして，施設設置負担金が返還されないことについては，施設

設置負担金が，料金表の中に，工事に関する費用として定められ，通常「費

用」は特別の事情がなければ返還が予定されていない金員であること，工事

完了前に契約の解除があった場合のみ例外的に返還が認められていること

（電話約款７４条）から明らかであると考えられるから，被告ＮＴＴに，こ

れに加えて特段の説明義務があるとは認められない。

さらに，電話加入権の価値が市場によって決定され，被告ＮＴＴが関与す

るものでないということも，いわば物の取引価格が決まる際の原則形態であ

るから，被告ＮＴＴにおいて特段の説明義務があるということはできない。

なお，原告らは，ライトプランと通常の電話加入契約とで公平性を欠かな

いことの説明が必要とも主張するが，これはもっぱら料金体系の在り方にか

かる事項であって，特段の事情がない限り，個別の電話加入者に対して，説

明義務が生じると解することはできず，原告らの主張は採用することができ

ない。

(2) この他，原告らは，被告ＮＴＴが，電話の新規加入を勧誘するパンフレ

ットにおいて，電話加入権を資産価値のある「財産になる」と記載し，負担

金を支払っても電話を付ける価値がある，電話がいらなくなれば売却もでき

ると説明している点を問題とする。

この点については，前記認定のとおり，乙Ａ第１７号証（「じぶん電話宣
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言」と題するパンフレット）に，「いつまでも大切な財産になる」との記載

があることが認められる。しかしながら，それに続く文章においては，「電

話の権利は，引っ越しをしても，時代が過ぎても，ずっと使えるから，初め

て持つ財産にぴったり。」とあることからも，電話加入権，すなわち被告Ｎ

ＴＴとの加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利を念頭に置い

て説明がされているものと認められ，説明内容に特段の問題があるとはいえ

ない。

そして，原告らの多くは，被告ＮＴＴから，電話加入権は譲渡も質入れも

出来るものであるとの説明を受けたとの陳述書を提出するが（甲Ｂ１ないし

１７１の各１），仮に被告ＮＴＴにおいて，電話がいらなくなれば売却もで

きると説明していたとしても，電話加入権の譲渡は法律上も電話約款上も認

められていることからすれば（ただしライトプランを除く。），そのような

説明に問題があるということもできない。

(3) 以上のとおり，被告ＮＴＴに説明義務違反があったということはできな

い。

８ 争点２(1)カ（独占禁止法違反）について

原告らは，被告ＮＴＴが長期にわたり電話事業の独占力を背景に不合理・不

適当となっていた施設設置負担金の徴収を続けてきたものであり，独占禁止法

で禁止されている優越的地位の濫用に当たると主張する。

しかしながら，既に述べたとおり，施設設置負担金の徴収が不合理・不適当

であったことを認めるに足りる証拠はなく，被告ＮＴＴが優越的地位を濫用し

たとも認められないから，原告らの主張は理由がない。

９ 争点２(1)キ（不当利得）について

原告らは，施設設置負担金の見直しもなく，施設設置負担金相当額の補償等

も行わないまま施設設置負担金を徴収する旨を定めた電話約款は，電話加入者

の財産権を侵害するものであるから，憲法２９条１項ないし民法９０条に違反
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して無効であり，これに基づいて徴収した施設設置負担金は不当利得となる旨

主張する。

しかしながら，既に述べたとおり，施設設置負担金の徴収が不合理・不適当

であったことを認めるに足りる証拠はないし，電話加入者の電話加入権そのも

のが侵害されているともいえないから，原告らの主張は理由がない。

10 争点２(2)ア（契約者を公平に扱うべき義務違反）について

原告らは，被告ＮＴＴは，電話約款に基づいて電話サービスを提供する場合，

契約者の契約時期を問わずに実質的に公平に扱うべき信義則上の義務があると

ころ，施設設置負担金を半額化した際，既存の施設設置負担金を支払った契約

者，半額化された施設設置負担金を支払った契約者，ライトプランの契約者に

ついて，支払うべき基本料について合理的な区別を用意せず，上記義務に違反

した旨主張する。

そして，ｂ意見書には同旨の指摘があり，ネットワーク利用者という等しい

立場にある契約者間の公平を保つためには，基本料も，①既存の「施設設置負

担金」を支払った契約者の基本料，②半額化された「施設設置負担金」を支払

った契約者の基本料，③「施設設置負担金」が半額化される前に契約した既存

のライトプラン契約者の基本料，④「施設設置負担金」が半額化された後に契

約がなされた新規のライトプラン契約者の基本料に分けるべきであって，既存

のライトプラン契約者の基本料上乗せ部分が改定後減額されたにもかかわらず，

既存の「施設設置負担金」を支払った契約者の基本料から，上記減額分に相当

する額が減額されないのは不公平である旨の意見が提出されていることが認め

られる（甲Ａ４３）。

しかしながら，装置料（設備料）や施設設置負担金の額は，これまでも時代

によって異なっており（認定事実(1)ア(ウ)，エ，キ，ケないしシ，セ，ソ，

フ），公平に扱うといっても自ずと限界があること，平成１７年３月の被告Ｎ

ＴＴ東西による施設設置負担金の半額化は，固定電話を取り巻く当時の環境の
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変化，他事業者との競争対抗上の必要性も踏まえた一定の合理性が認められる

ものであることからすれば，既存の施設設置負担金を支払った契約者と，新た

な施設設置負担金を支払った契約者との間に，３万６０００円の負担の格差が

生じることまでは合理的な範囲内であると判断されたことに不合理な点は認め

られない。そして，この場合，既存のライトプラン加入者についても，基本料

の加算額を値下げせず，据え置くとの選択肢もあり得るけれども，この場合，

①同時期に，同サービスを利用しているにもかかわらず，同じライトプランで

料金が異なることによる電話加入者の不公平感が生じること，②既存のライト

プラン加入者が，従来の契約を解約し，新規のライトプランに切り替えること

によって値下げ後の料金による利益を享受しようとすることへの対応が必要と

なること等を勘案して，既存のライトプラン加入者については，半額化後の基

本料金加算分を値下げする案を採用したとしても不合理とは言えず，料金体系

の組み方には，不合理でない限りある程度の裁量が許されると解されることに

照らせば，公平に扱うべき義務違反には当たらないと解される。

よって，被告ＮＴＴ東西が施設設置負担金を半額化した際に原告ら主張のよ

うな基本料プランを設けなかったことをもって信義則上の義務に違反したとい

うことはできない。

11 争点２(3)（解除に基づく原状回復請求）について

原告ａは，電話約款において，契約者回線の工事完了後の契約解除を理由と

する施設設置負担金の返還請求に関しては必ずしも明確に規定されておらず，

「疑わしきは約款作成者の不利に」という解釈原則が適用されるべきことなど

からすると，加入電話契約解除の際には，原状回復の一環として，解除される

契約を新たに締結するとみなした場合の施設設置負担金相当額が契約者に返還

されると解釈すべきである旨主張し，これに沿う証拠としてｂ意見書（甲Ａ第

４３号証）を提出する。

しかしながら，既に述べたとおり，電話約款においては，７４条但書の場合



92

を除き，施設設置負担金が返還されることは予定していないと解されるから，

原告ａの主張はその前提を欠き，ｂ意見書は採用することができない。

12 争点３(1)ア(ア)（総務省の適正料金設定監督義務違反）について

(1) 原告らは，郵政省・総務省は，①施設設置負担金の返還を規定する法案

の策定をせず又は同旨の約款を作成するよう指導せず，②電話積滞解消時に

おいて施設設置負担金の徴収を止める法案等を国会に提出せず，③ＩＮＳネ

ット６４・ライトの認可をしつつ施設設置負担金を維持した料金体系を取り

消さず，④ドライカッパ開放の法律改正及び約款の認可をしつつ施設設置負

担金の認可の取消し又は廃止をせず，⑤加入電話ライトプラン導入約款の認

可をしつつ施設設置負担金の徴収約款の変更命令等をせず，⑥施設設置負担

金の徴収を続ける電話約款の変更命令や料金変更命令権限を行使せず，かつ

何らの補償制度を設けることなく半額にする約款を認可するなどして，公衆

電気通信法等から導かれる適正料金設定監督義務に違反したから，被告国に

は債務不履行責任又は国家賠償責任がある旨主張する。

(2) しかしながら，繰り返し述べてきたとおり，被告ＮＴＴが電話加入者か

ら施設設置負担金の支払を受けてきたことが不適正・不合理であったと認め

るに足りる証拠はないことからすると，①ないし⑥の時点で，郵政省や総務

省の公務員に，施設設置負担金の見直しをするよう監督すべき義務違反があ

ったと認めることはできない。

また，前示のとおり，電話加入者に施設設置負担金の返還請求権が認めら

れたり，あるいは電話加入権が施設設置負担金相当額の価値を有するものと

して保証されていることを根拠付けるに足りる事実を認めることはできない

こと，上記電話加入者が電話加入権を保持し続けている以上，当該電話加入

者の権利ないし利益が侵害されたとはいえないこと，被告ＮＴＴの料金設定

に不合理な点を認めるに足りる証拠はなく，被告ＮＴＴに適正料金設定義務

違反は認められないことからすると，郵政省や総務省の公務員において，原
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告らが主張するような法案の策定ないし提出，認可の取消や電話約款の変更

命令などを行うべき法的義務があったということもできない。

(3) したがって，郵政省や総務省の公務員が適正料金設定監督義務に違反し

たとの原告ら主張には理由がない。

13 争点３(1)ア(イ)（総務省による期待権侵害）について

原告らは，電話加入者は，もともと電話加入権に既払の施設設置負担金相当

額の価値があることを信じて電話加入をしたものであるところ，郵政省・総務

省がその信頼を裏切り，電話加入者に対する補償なしに不利益な施策転換をし

たことは，不法行為を構成する旨主張する。

しかしながら，既に述べたとおり，電話加入者は，電話加入権（加入電話契

約に基づいて加入電話の提供を受ける権利）を有するにとどまるのであって，

原告らが主張するような期待権を法的保護に値する権利ないし利益として有し

ているということはできない。

したがって，電話加入者に対する保証なしに施設設置負担金を半額化するな

どの被告ＮＴＴの行為が，原告らに対する不法行為を構成するとは言えず，こ

の点について，総務省に不法行為が成立するとも言えない。

14 争点３(1)ア(ウ)（総務省において減価償却立法案を作成しない違法）につ

いて

原告らは，総務省は，企業者たる電話加入者の利益保護のため，無価値に等

しくなった電話加入権につき損金控除を認めるような減価償却立法案を作成す

る義務があったと主張する。

しかしながら，国家賠償法１条１項は，国又は公共団体の公権力の行使に当

たる公務員が個別に国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国

民に損害を加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを

規定するものであるところ（最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判決・

民集３９巻７号１５１２頁），総務省の公務員において，個別の原告らとの関
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係において，原告ら主張の減価償却立法案の作成を行うべき職務上の注意義務

を負うと解する法的根拠はないから，原告らの主張は採用することができない。

15 争点３(1)ア(エ)（総務省の説明義務違反）について

原告らは，被告ＮＴＴは，施設設置負担金の返還を行わないことなどについ

て電話加入者に対する説明義務を果たしていないところ，総務省は，被告ＮＴ

Ｔに対し，上記説明を行うよう指導すべき旨を主張する。

しかしながら，既に述べたとおり，被告ＮＴＴが説明義務に違反していると

認めることはできないから，総務省に上記説明を行うよう指導すべき義務があ

るとも言えず，原告らの主張は前提を欠いて理由がない。

16 争点３(1)イ(ア)（財務省がＮＴＴ資金法の成立を阻止等しなかった違法）

につ

いて

原告らは，本来であればＮＴＴ資金は電話加入者に還元されるべきところ，

大蔵省・財務省はＮＴＴ資金法の成立を阻止することなく，電話加入者に対す

る還元の方策を打ち出さなかったことをもって違法であると主張する。

そして，被告ＮＴＴの保有する電話網は，電話加入者が装置料，設備料，工

事負担金，施設設置負担金として拠出してきた金員によって拡充されたもので

あるから，その資産は国民共有の財産であって，その費用を負担した電話加入

者らに還元されるべきであると主張する。

しかしながら，被告ＮＴＴの保有する電話網が，電話加入者らの負担した施

設設置負担金によって拡充されてきた面があるからといって，直ちにＮＴＴ資

金を電話加入者らにに還元すべきであるとは言えず，さらに，大蔵省・財務省

の公務員に，原告らに対する関係で，国会による法律の制定を阻止したり，個

別の方策を打ち出す義務が生じるとは言えないから，原告らの主張は理由がな

い。

17 争点３(1)イ(イ)（財務省が総務省・被告ＮＴＴに損失補償ないし損害賠償
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を求

めない違法）について

原告らは，施設設置負担金が半額化されたことに伴い，国の保有する財産た

る電話加入権が少なくとも半額に減少・毀損されたにもかかわらず，財務省が

被告ＮＴＴに損失補償ないし損害賠償を求めず，また監督官庁である総務省に

対し是正措置を求めないのは違法である旨主張する。

しかしながら，繰り返し述べたとおり，電話加入者に施設設置負担金の返還

請求権が認められたり，あるいは，電話加入権が施設設置負担金相当額の価値

を有するものとして保証されていることを根拠付けるに足りる事実を認めるこ

とはできないこと，電話加入権そのものが失われていない以上，電話加入権の

市場価値が低下したからといって財産権が侵害されたということはできないこ

とからすれば，国の電話加入権が違法に減少・毀損されたと言うことはできず，

原告らの主張は前提を欠いて理由がない。

18 争点３(1)イ(ウ)（財務省において減価償却立法案作成等の措置をとらない

違法）について

原告らは，現在において，電話加入権の価値はゼロに等しくなっており，企

業会計上電話加入権を非償却資産として計上することを義務付けている税法と

の整合がとれなくなっており，遅くとも平成１６年１１月の時点で減価償却立

法等の措置をとるべきであったにもかかわらず，財務省において電話加入権に

つき減価償却立法等の措置を講じなかった違法がある旨主張する。

しかしながら，財務省の公務員において，原告らとの関係において，原告ら

主張の減価償却立法等の措置を講じるべき職務上の注意義務を負うと解する法

的根拠はないから，原告らの主張は理由がない。

19 争点３(1)ウ（公正取引委員会の責任）について

原告らは，被告ＮＴＴが長期にわたり電話事業の独占力を背景に不合理・不

適当となっていた施設設置負担金の徴収を続け，独占禁止法で禁止されている
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優越的地位の濫用を行ってきたことを前提に，公正取引委員会が適切な勧告を

行わずにこの事態を放置してきた旨主張する。

しかしながら，既に述べたとおり，被告ＮＴＴによる施設設置負担金の徴収

が不合理・不適当であり，被告ＮＴＴがその優越的地位を濫用してきたことを

認めるに足りる証拠はないから，公正取引委員会において適切な勧告を行うべ

き義務があったとも認められず，原告らの主張は前提を欠き，理由がない。

20 争点３(1)エ（国会の責任）について

原告らは，電話加入権はそもそも電電公社に対して有する資本的性格を有し

ていたものであって，昭和６０年の民営化の際に立法により株式に転換される

べきものであったところ，国会はこの立法措置を怠り，電話加入者の財産権を

違法に侵害したなどと主張する。

しかしながら，公衆電話通信法３１条が電話加入権につき「加入電話加入者

が加入電話加入契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受け

る権利をいう」（丙Ａ２）としていたことからすると，昭和６０年の民営化以

前においても，電話加入権とは加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受け

る権利をいうものであったと認められ，ほかに電話加入権が株式に転換される

べきものであったと認めるに足りる証拠はない。

したがって，国会が電話加入権を株式に転換する立法措置を取る法的義務を

負っていたとしても，同措置が取られなかったことによって，電話加入者の権

利ないし利益が侵害されたということもできない。

21 争点３(2)（憲法２９条３項に基づく直接補償請求）について

原告らは，電話加入権の毀損により被った損害を填補するため，本件におい

て憲法２９条３項に基づく直接補償が行われるべきであると主張する。

しかしながら，繰り返し述べたとおり，電話加入者は，電話加入権，すなわ

ち加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利を有するものであると

ころ，当該電話加入権を保持し続けている以上，その市場価値が低下したこと
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のみをもって財産権の侵害があったということはできず，憲法２９条３項を適

用する余地はない。

したがって，原告らの主張は理由がない。

第４ 結論

以上によれば，原告らの請求は，その余について判断するまでもなく，いず

れも理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第３０部

裁判長裁判官 秋 吉 仁 美

裁判官 大 嶺 崇

裁判官 古 谷 真 良
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